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論説 

 

海上テロリズムに対する 

国際条約と日本法制 

―海洋構築物に対する規制を中心に― 

 

瀬 田 真 

            
1 ၥ㢟の所ᅾ 
2 海上テロリズムに対する条約య制 
3 日本法制の対ᛂとㄢ㢟 
 に௦えてࡧ⤖ 4

 

� ၥ㢟ࡢᡤᅾ 

 
東京㍯に際ࡋ㸪テロリズムの対ᛂのᚲせ性ࡀ㧗ࡲる中㸪ᅄ㠃を海にᅖ

ࠋる࠶重せでࡀ㸪いかに海上テロリズムに対ฎするかࡣてࡗれる日本にとࡲ

とりࢃけ㸪2020 年に東京オリンピック・パラリンピック➇ᢏ大会ࡀ㛤ദされ

るため㸪ࡑࡣࡎࡲれにྥけた対ᛂࡀồめられる2018ࠋ 年 5 ᭶に㛶㆟Ỵᐃさ

れた➨ 3 ᮇ海洋ᇶ本ィ⏬においてࡶ㸪「海上におけるテロ対⟇とࡋて㸪関ಀ

ᶵ関ࡀ連ᦠࡋ㸪テロ関連情報の㞟・ศᯒ㸪ᡃࡀ国にධ する⯪⯧の安全☜

ㄆ㸪Ỉ際におけるテロ対⟇㸪⮫海㒊のཎ子ຊⓎ㟁所㸪▼Ἔࢥンࢼࣅーࢺ➼の

危険物タཬࡧ⡿㌷タ➼の重せタに対する┘視警ᡄを㐺ษに実すると

とࡶに㸪᰾⇞ᩱ㍺㏦⯪に対する警ഛయ制のᙉ化をᅗるࠋ≉に㸪2020 年東京オ
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リンピック・パラリンピック➇ᢏ大会の㛤ദにᙜたり㸪海上におけるテロࡸ

犯⨥⾜Ⅽのᮍ↛防止➼の の事態㐺ษな対ᛂྍࡀ⬟なయ制をᩚഛするࠋ

㸦警察ᗇ㸪法ົ┬㸪㈈ົ┬㸪国ᅵ㏻┬㸧」とされている1ࡲࠋた㸪海洋㈨※

の㛤Ⓨを進める日本にとࡗてࡣ㸪海洋構築物をྵめ㸪ࡑのỈᇦの安を☜保

す㧗ࡲすࡲࡶ㸪オリンピック・パラリンピック➇ᢏ大会ᚋࡣᚲせ性ࡃていࡋ

 ࠋれるࢃのとᛮࡶるࡲ
☜かに日本のሙྜにࡣ㸪☬ᇛἈࣉラッ࢛ࣇࢺームࡀ 2007 年に✌ാを止

ーム࢛ࣇࢺラッࣉス田の࢞るᒾ⯪ἈἜ࠶㸪㡿海ෆにࡣとに伴い2㸪現ᅾࡇたࡋ

㸪海洋構築ࡣのため㸪現≧においてࡑࠋる3࠶၏一の✌ാする海洋構築物でࡀ

物保護のᚲせ性ࡣさ㧗ࡃないࠋ᪉で㸪2018 年にࡣ新⪺報㐨で㸪༡㫽ᓥ

࿘㎶におけるࣞアアースࡀὀ目されるな4㸪日本ࡣメࢱンハࣞࢻーࢺをྵ

めた海洋㖔物㈨※の㛤Ⓨを⾜ࡗていࡃ᪉㔪で࠶る5ࠋ海洋㖔物㈨※の㛤Ⓨ㸪と

りࢃけ㸪㝣ᆅから㞳れたሙ所での㛤Ⓨに際ࡋてࡣ㸪海洋構築物の✌ാࡀᚲせ

となる事実に㚷ࡳれࡤ㸪ࡇの海洋構築物の安全をᢸ保するࡇとࡣ㸪日本にと

 ࠋて重せなㄢ㢟とゝえるࡗ
海上テロリズムについてࡣ㸪ᵝࠎなศ㢮࠶ࡀるࡶのの㸪ᙧ態とࡋてࡣ㸪大

きࡃձハࢪャックᆺ㸪ղ⮬⇿テロᆺ㸪ճ危険物㍺㏦ᆺ㸪の୕つに༊ูされ

るとዟ⬥ࡣᣦする6ࡲࠋた㸪Murphy れるሙ㠃ࢃ⾜海上でࡀ㸪テロリズムࡣ

とࡋて㸪ձ⯪⯧ࡀ㇟ᚩとࡋて対㇟となる㸪ղ⯪⯧ཪࡣ海洋構築物ࡀ⤒῭ⓗഃ

㠃から対㇟となる㸪ճ⯪⯧ࡀ大㔞のṚയ⪅をฟすほ点から対㇟となる㸪մ⯪

⯧ཬࡧの物ࡀṊჾとなる㸪といࡗた大きࡃᅄつのሙ㠃にᓧูされるとࡋ

ている7ࠋ 
ないというࡀとࡇたࡋⓎ生ࡀ海上テロリズムࡣ㸪日本でࢁࡇでのとࡲれࡇ

事実に㚷ࡳれࡤ㸪日本の海上テロリズム対⟇㸦ࡶࡑࡶࡑテロリズムのᨷᧁ対

㇟とならないようにするດຊをྵࡴ㸧ࡣ㸪少なࡃとࡶ一ᐃ⛬ᗘࡣᶵ⬟ࡋてい

るとゝえようࡑࠋのため㸪本✏でࡣ㸪ᚋ㸪日本において海上テロリズムの

対㇟となりᚓる海洋構築物に↔点をᙜてるࠋというのࡶ㸪日本ࡣ㸪ᚋࡑの

ඛ進ⓗなᢏ⾡を⏝い㸪海洋㖔物㈨※の㛤Ⓨを⾜うྍ⬟性࠶ࡀり㸪ࡑの際にࡣ㸪

海洋構築物ࡀ⏝いられるྍ⬟性ࡀ少なࡃないからで࠶る8ࠋዟ⬥のศ㢮によれ

ᐃさࡀの⮬⇿というղᆺ㸪構築物にり㎸んで⾜うձᆺか海洋構築物ࡤ
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れるࡲࠋた㸪Murphy のศ㢮にᐤࡏれࡤ㸪ඛ進ᢏ⾡の⤖㞟で࠶る海洋構築物

のような構築物ࡑ㸪ղࡋうࢁࡔる࠶ࡀれるྍ⬟性ࢃ≻ձ㇟ᚩⓗなពでࡀ

のᨷᧁの⤒῭ⓗ規ᶍࡣ小さࡃないとゝえよう9ࠋ 
✏たり㸪本࠶の規制を᳨ウするにのテロリズムのような海上構築物ࡇ

における海上テロリズムのᑕ⛬をࡇࡇで᫂☜にするࠋ࿘▱のように㸪⮬由の

ᡓኈとのᓧูࡀᅔ㞴で࠶るࡇとから㸪国際法上㸪テロリズムࡑのࡶのについ

てのໟᣓⓗなᐃ⩏ࡣᏑᅾࡋない10ࡑࠋのため㸪国際社会でࡣ㸪ハࢪャック

てฎ罰する条約を⥾⤖するࡋた㸪≉ᐃの⾜Ⅽを犯⨥とࡗャックといࢪシーࡸ

テロリズムに対する」ࡣた㸪㏆年でࡲࠋてきたࡋとで㸪テロリズムに対ᛂࡇ

㈨㔠౪の防止に関する国際条約㸦௨ୗ㸪テロ㈨㔠౪防止条約㸧」のように㸪

対ฎすきテロリズムの目ⓗを「ࡑの性㉁上ཪࡣ≧況上㸪ఫẸをጾᄐࡋཪࡣ

ఱらかの⾜Ⅽを⾜うࡇとⱝࢃ⾜ࡣࡃࡋないࡇとをᨻᗓⱝࡣࡃࡋ国際ᶵ関に対

 ࠋる࠶ࡶのࡶ㸪⾜Ⅽの目ⓗから対㇟犯⨥を規ᐃするてᙉせする」とするなࡋ
上㏙ࡋたようにテロリズムのໟᣓⓗなᐃ⩏をḞࡃ中㸪海上テロリズムにつ

いてࡣ㸪パࣞスࢼࢳゎᨺᡓ⥺㸦௨ୗ㸪PLF㸧のメンࣂーによるシーࢪャック

で࠶るア࢟ ・ࣞラ࢘ロྕ事௳をዎᶵに⥾⤖された㸪「海上⯟⾜の安全に対する

法な⾜Ⅽの防止に関する条約㸦௨ୗ㸪SUA 条約㸧」とࡑの㆟ᐃ᭩にゝཬす

るࡇとࡀ少なࡃない11ࠋ☜かに㸪PLF てㄆᐃさࡋከᩘの国家にテロ組⧊とࡀ

れているࡇとに㚷ࡳ㸪条約㉳ⲡの⫼ᬒから㸪「海上テロリズム㸻SUA 条約上

の犯⨥」と考えるࡇとྍࡶ⬟で࠶る12ࡑࠋの一᪉で㸪SUA 条約上の犯⨥のᑕ

海ࡣ本✏でࠋᚓる13ࡳྵࡶのࡶなされないࡳࡣ㸪一⯡ⓗにテロリズムとࡣ⛬

上テロリズムのᑕ⛬を SUA 条約上の犯⨥とྠ一視ࡋたり㸪୧⪅の⠊ᅖにつ

いてのヲ⣽な㆟ㄽにࡣ❧ちධらないࡀ㸪SUA 条約ࡀ海上テロリズムに対ᛂす

るために制ᐃされているࡇとに㚷ࡳ㸪ྠ条約のศᯒを⾜うࡲࠋた㸪ࡇの SU
A 条約のゎ㔘・㐺⏝に際ࡋてࡣ㸪๓ᥦとࡋて㸪海の᠇法とࡶ⛠される「海洋

法に関する国際連ྜ条約㸦௨ୗ㸪UNCLOS㸧」の理ゎࡀྍḞで࠶るࠋ 
UNCLOSࡣࡎࡲ㸪ࡣで本✏でࡇࡑ の関ಀする制ᗘについてᴫほࡋたᚋに㸪

SUA 条約㸦ࡑの㆟ᐃ᭩ཬࡧᨵ正㆟ᐃ᭩をྵࡴ㸧についてศᯒする14ࡑࠋの上

で㸪現ᅾ㸪日本ࡣ海上テロリズムに対ࡋて༑ศな法制ᗘを有ࡋているのか㸪

た㸪本ࡲࠋのかを᳨ウするࡶのようなࡣれࡑࡤるとすれ࠶ࡀ㸪ㄢ㢟ࡣたࡲ
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✏において㸪国家⟶㎄ᶒࡣ㸪❧法・ᇳ⾜・ྖ法の୕つにศ㢮ࡋ㸪海上での警

察活動の᰿ᣐとなる海上警察ᶒࡣ㸪ᇳ⾜⟶㎄ᶒの⾜態ᵝの一つと⨨け

る15ࠋ 
 

� ᾏୖ࣒ࢬࣜࣟࢸᑐࡿࡍ᮲⣙యไ 

 

 ࣒ࢬࣜࣟࢸᾏୖ26/&81 ��

UNCLOS かにෆỈ㸪㡿海㸪᥋⥆Ỉᇦ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦࡲ㸪㝣より㸪大ࡣ

・大㝣棚㸪බ海・῝海ᗏとỈᇦを༊ศࡋ㸪国家ࡑࡣの༊ศにᛂࡌてᶒ㝈を有

㡿ᇦᶒをࡣてࡋෆỈ・㡿海に対ࡣ㸪ἢᓊ国ࡤえࠋているࡗ㸪⩏ົを㈇ࡋ

有するのに対ࡋ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦに対ࡋてࡣ㸪ኳ↛㈨※の⟶理なに関する

一ᐃの事に対ࡋᶒⓗᶒཬࡧ⟶㎄ᶒを有するに㐣ࡂない16ࡑࠋのため㸪

海上テロリズムとの関ಀで重せとなるἢᓊ国の刑法についていえࡤ㸪ཎ๎と

り㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦにおいて㡿࠶ででࡲ㡿海ࡣㄆめられるのࡀ⏝の㐺ࡑてࡋ

海とྠᵝに㐺⏝するࡇとࡣㄆめられないࡋࠋたࡗࡀて㸪UNCLOS にᇶ࡙け

ࡀ㡿海ෆか㡿海እでἢᓊ国ࡀのⓎ生ࡑたሙྜ㸪ࡋⓎ生ࡀ㸪海上テロリズムࡤ

とるࡇとのできる対ᛂࡣ大きࡃ␗なࡗてࡃるࠋ 
㡿海ෆについてࡣ㸪㡿ᇦᶒࡀཬࡇࡪと࠶ࡶり㸪ἢᓊ国ࡣ海洋構築物のタ

⨨・ᶒをྵࡴᙧで㸪ẚ㍑ⓗ⮬由にࡑのỈᇦを⏝するࡇとࡀできるࠋ᪉

で㸪㡿ᇦእについてࡣ㸪ᶒࡀཬࡤないため㸪UNCLOS の規ᐃをよりཝᐦ

に☜ㄆするᚲせ࠶ࡀるࡇࠋの点㸪ࡎࡲ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦに対するἢᓊ国のᶒ

㝈を規ᐃࡋた➨ 56 条において㸪UNCLOS 構築物のࡧ㸪「人ᕤᓥ㸪タཬࡣ

タ⨨ཬࡧ⏝」に関するἢᓊ国の⟶㎄ᶒを規ᐃࡋているࡑࠋの上で㸪➨ 60
条において㸪௨ୗのᵝに規ᐃࡋているࠋ 
 
➨ 60 条 ⓗ⤒῭Ỉᇦにおける人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物 
㸯 ἢᓊ国ࡣ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦにおいて㸪次のࡶのをᘓタࡋ୪ࡧにࡑれらの

ᘓタ㸪㐠⏝ཬࡧ⏝をチྍࡋཬࡧ規制するⓗᶒを有するࠋ 
a㸬人ᕤᓥ 
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b㸬➨ 56 条に規ᐃする目ⓗࡑのの⤒῭ⓗな目ⓗのためのタཬࡧ構築物 
c㸬ⓗ⤒῭Ỉᇦにおけるἢᓊ国のᶒの⾜をጉࡆᚓるタཬࡧ構築物 
㸰 ἢᓊ国ࡣ㸪㸯に規ᐃする人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物に対ࡋて㸪㏻関上㸪㈈

ᨻ上㸪保上㸪安全上ཬࡧฟධ国⟶理上の法௧に関する⟶㎄ᶒをྵࡴⓗ

⟶㎄ᶒを有するࠋ 
㸱 㸯に規ᐃする人ᕤᓥ㸪タཪࡣ構築物のᘓタについてࡣ㸪㐺ᙜな㏻報を

のᏑᅾについてὀពをႏ㉳するためのᜏᖖⓗࡑた㸪ࡲ㸪ࡎならࡤなけれࢃ⾜

なᥐ⨨を⥔ᣢࡋなけれࡤならないࠋᨺᲠされཪࡣ⏝されなࡃなࡗたタཪ

てᐃめる一⯡ⓗにཷけධࡋの㝖去に関ࡑࡀる国際ᶵ関࠶㸪ᶒ㝈のࡣ構築物ࡣ

れられている国際ⓗᇶ‽を考៖ࡋて㸪⯟⾜の安全を☜保するために㝖去するࠋ

ົ⩏ࡧにの国のᶒཬࡧ㸪⁺業㸪海洋⎔ቃの保護୪ࡣてࡗの㝖去にᙜたࡑ

に対ࡋてࡶጇᙜな考៖をᡶうࠋ全に㝖去されなかࡗたタཪࡣ構築物のỈ

῝㸪⨨ཬࡧ規ᶍについてࡣ㸪㐺ᙜにබ⾲するࠋ 
㸲 ἢᓊ国ࡣ㸪ᚲせなሙྜにࡣ㸪㸯に規ᐃする人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物の࿘

ᅖに㐺ᙜな安全Ỉᇦをタᐃするࡇとࡀできるࡶのとࡋ㸪ࡲた㸪ᙜヱ安全Ỉᇦ

において㸪⯟⾜の安全୪ࡧに人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物の安全を☜保するため

に㐺ᙜなᥐ⨨をとるࡇとࡀできるࠋ 
㸳 ἢᓊ国ࡣ㸪㐺⏝の࠶る国際ⓗᇶ‽を考៖ࡋて安全ỈᇦのᖜをỴᐃするࠋ

安全Ỉᇦࡣ㸪人ᕤᓥ㸪タཪࡣ構築物の性㉁ཬࡧᶵ⬟とྜ理ⓗな関連を有す

るようなࡶのとࡋ㸪ࡲた㸪ࡑのᖜࡣ㸪一⯡ⓗにཷけධれられている国際ⓗᇶ

‽によࡗてᢎㄆされཪࡣᶒ㝈の࠶る国際ᶵ関によࡗて່࿌されるሙྜを㝖ࡃ

た㊥㞳にࡋれの点から ᐃࡎ構築物のእ⦕のいࡣか㸪ᙜヱ人ᕤᓥ㸪タཪ

ついてࡶ 500 メーࢺルを㉸えるࡶのでࡗ࠶てࡣならないࠋ安全Ỉᇦの⠊ᅖに

関ࡋてࡣ㸪㐺ᙜな㏻報を⾜うࠋ 
㸴 すての⯪⯧ࡣ㸪㸲の安全Ỉᇦをᑛ重ࡋなけれࡤならࡎ㸪ࡲた㸪人ᕤᓥ㸪

タ㸪構築物ཬࡧ安全Ỉᇦの㏆ഐにおける⯟⾜に関ࡋて一⯡ⓗにཷけධれら

れている国際ⓗᇶ‽を㑂Ᏺするࠋ 
㸵 人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物୪ࡧにࡑれらの࿘ᅖの安全Ỉᇦࡣ㸪国際⯟⾜に

ྍḞなㄆめられた⯟㊰ᖏの⏝のጉࡆとなるようなሙ所にタけてࡣならな

いࠋ 
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✏において㸪国家⟶㎄ᶒࡣ㸪❧法・ᇳ⾜・ྖ法の୕つにศ㢮ࡋ㸪海上での警

察活動の᰿ᣐとなる海上警察ᶒࡣ㸪ᇳ⾜⟶㎄ᶒの⾜態ᵝの一つと⨨け

る15ࠋ 
 

� ᾏୖ࣒ࢬࣜࣟࢸᑐࡿࡍ᮲⣙యไ 

 

 ࣒ࢬࣜࣟࢸᾏୖ26/&81 ��

UNCLOS かにෆỈ㸪㡿海㸪᥋⥆Ỉᇦ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦࡲ㸪㝣より㸪大ࡣ

・大㝣棚㸪බ海・῝海ᗏとỈᇦを༊ศࡋ㸪国家ࡑࡣの༊ศにᛂࡌてᶒ㝈を有

㡿ᇦᶒをࡣてࡋෆỈ・㡿海に対ࡣ㸪ἢᓊ国ࡤえࠋているࡗ㸪⩏ົを㈇ࡋ

有するのに対ࡋ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦに対ࡋてࡣ㸪ኳ↛㈨※の⟶理なに関する

一ᐃの事に対ࡋᶒⓗᶒཬࡧ⟶㎄ᶒを有するに㐣ࡂない16ࡑࠋのため㸪

海上テロリズムとの関ಀで重せとなるἢᓊ国の刑法についていえࡤ㸪ཎ๎と

り㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦにおいて㡿࠶ででࡲ㡿海ࡣㄆめられるのࡀ⏝の㐺ࡑてࡋ

海とྠᵝに㐺⏝するࡇとࡣㄆめられないࡋࠋたࡗࡀて㸪UNCLOS にᇶ࡙け

ࡀ㡿海ෆか㡿海እでἢᓊ国ࡀのⓎ生ࡑたሙྜ㸪ࡋⓎ生ࡀ㸪海上テロリズムࡤ

とるࡇとのできる対ᛂࡣ大きࡃ␗なࡗてࡃるࠋ 
㡿海ෆについてࡣ㸪㡿ᇦᶒࡀཬࡇࡪと࠶ࡶり㸪ἢᓊ国ࡣ海洋構築物のタ

⨨・ᶒをྵࡴᙧで㸪ẚ㍑ⓗ⮬由にࡑのỈᇦを⏝するࡇとࡀできるࠋ᪉

で㸪㡿ᇦእについてࡣ㸪ᶒࡀཬࡤないため㸪UNCLOS の規ᐃをよりཝᐦ

に☜ㄆするᚲせ࠶ࡀるࡇࠋの点㸪ࡎࡲ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦに対するἢᓊ国のᶒ

㝈を規ᐃࡋた➨ 56 条において㸪UNCLOS 構築物のࡧ㸪「人ᕤᓥ㸪タཬࡣ

タ⨨ཬࡧ⏝」に関するἢᓊ国の⟶㎄ᶒを規ᐃࡋているࡑࠋの上で㸪➨ 60
条において㸪௨ୗのᵝに規ᐃࡋているࠋ 
 
➨ 60 条 ⓗ⤒῭Ỉᇦにおける人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物 
㸯 ἢᓊ国ࡣ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦにおいて㸪次のࡶのをᘓタࡋ୪ࡧにࡑれらの

ᘓタ㸪㐠⏝ཬࡧ⏝をチྍࡋཬࡧ規制するⓗᶒを有するࠋ 
a㸬人ᕤᓥ 
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b㸬➨ 56 条に規ᐃする目ⓗࡑのの⤒῭ⓗな目ⓗのためのタཬࡧ構築物 
c㸬ⓗ⤒῭Ỉᇦにおけるἢᓊ国のᶒの⾜をጉࡆᚓるタཬࡧ構築物 
㸰 ἢᓊ国ࡣ㸪㸯に規ᐃする人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物に対ࡋて㸪㏻関上㸪㈈

ᨻ上㸪保上㸪安全上ཬࡧฟධ国⟶理上の法௧に関する⟶㎄ᶒをྵࡴⓗ

⟶㎄ᶒを有するࠋ 
㸱 㸯に規ᐃする人ᕤᓥ㸪タཪࡣ構築物のᘓタについてࡣ㸪㐺ᙜな㏻報を

のᏑᅾについてὀពをႏ㉳するためのᜏᖖⓗࡑた㸪ࡲ㸪ࡎならࡤなけれࢃ⾜

なᥐ⨨を⥔ᣢࡋなけれࡤならないࠋᨺᲠされཪࡣ⏝されなࡃなࡗたタཪ

てᐃめる一⯡ⓗにཷけධࡋの㝖去に関ࡑࡀる国際ᶵ関࠶㸪ᶒ㝈のࡣ構築物ࡣ

れられている国際ⓗᇶ‽を考៖ࡋて㸪⯟⾜の安全を☜保するために㝖去するࠋ

ົ⩏ࡧにの国のᶒཬࡧ㸪⁺業㸪海洋⎔ቃの保護୪ࡣてࡗの㝖去にᙜたࡑ

に対ࡋてࡶጇᙜな考៖をᡶうࠋ全に㝖去されなかࡗたタཪࡣ構築物のỈ

῝㸪⨨ཬࡧ規ᶍについてࡣ㸪㐺ᙜにබ⾲するࠋ 
㸲 ἢᓊ国ࡣ㸪ᚲせなሙྜにࡣ㸪㸯に規ᐃする人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物の࿘

ᅖに㐺ᙜな安全Ỉᇦをタᐃするࡇとࡀできるࡶのとࡋ㸪ࡲた㸪ᙜヱ安全Ỉᇦ

において㸪⯟⾜の安全୪ࡧに人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物の安全を☜保するため

に㐺ᙜなᥐ⨨をとるࡇとࡀできるࠋ 
㸳 ἢᓊ国ࡣ㸪㐺⏝の࠶る国際ⓗᇶ‽を考៖ࡋて安全ỈᇦのᖜをỴᐃするࠋ

安全Ỉᇦࡣ㸪人ᕤᓥ㸪タཪࡣ構築物の性㉁ཬࡧᶵ⬟とྜ理ⓗな関連を有す

るようなࡶのとࡋ㸪ࡲた㸪ࡑのᖜࡣ㸪一⯡ⓗにཷけධれられている国際ⓗᇶ

‽によࡗてᢎㄆされཪࡣᶒ㝈の࠶る国際ᶵ関によࡗて່࿌されるሙྜを㝖ࡃ

た㊥㞳にࡋれの点から ᐃࡎ構築物のእ⦕のいࡣか㸪ᙜヱ人ᕤᓥ㸪タཪ

ついてࡶ 500 メーࢺルを㉸えるࡶのでࡗ࠶てࡣならないࠋ安全Ỉᇦの⠊ᅖに

関ࡋてࡣ㸪㐺ᙜな㏻報を⾜うࠋ 
㸴 すての⯪⯧ࡣ㸪㸲の安全Ỉᇦをᑛ重ࡋなけれࡤならࡎ㸪ࡲた㸪人ᕤᓥ㸪

タ㸪構築物ཬࡧ安全Ỉᇦの㏆ഐにおける⯟⾜に関ࡋて一⯡ⓗにཷけධれら

れている国際ⓗᇶ‽を㑂Ᏺするࠋ 
㸵 人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物୪ࡧにࡑれらの࿘ᅖの安全Ỉᇦࡣ㸪国際⯟⾜に

ྍḞなㄆめられた⯟㊰ᖏの⏝のጉࡆとなるようなሙ所にタけてࡣならな

いࠋ 
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㸶 人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物ࡣ㸪ᓥのᆅを有ࡋないࡇࠋれらのࡶのࡣ㸪ࡑ

れ⮬యの㡿海を有ࡎࡏ㸪ࡲた㸪ࡑのᏑᅾࡣ㸪㡿海㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦཪࡣ大㝣

棚のቃ⏺⏬ᐃにᙳ㡪をཬࡰすࡶのでࡣないࠋ 
 
のように規ᐃされるUNCLOSࡇ㸪ࡎࡲ ➨ 60 条ࡣ㸪UNCLOS ➨ 80 条ࡀ

「➨ 60 条の規ᐃࡣ㸪大㝣棚における人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物について‽⏝

するࠋ」と規ᐃࡋているࡇとから㸪大㝣棚においてࡶἢᓊ国ྠࡣᵝのᶒ㝈を有

➨ࠋているとゝえる17ࡗ㸪⩏ົを㈇ࡋ 60 条についてࡣ㸪人ᕤᓥ㸪タ㸪構築

物と୕つの海洋構築物をࡆ࠶ているため㸪ࡇれら୕つࡑࡀれࡒれのように

ᐃ⩏され㸪関ಀ࡙けられるかについてࡶぢゎのศかれるとࢁࡇで࠶る18ࠋ

᪉で㸪ࡇれら୕つの海洋構築物に対するἢᓊ国のᶒ・⩏ົࡣ㸪UNCLOS
上㸪大きな㐪い࠶ࡀるࢃけでࡣないࡑࠋのため㸪テロリスࡀࢺ≺う海洋構築

物ࡀ㸪୕つの㢮ᆺのいࡎれかにヱᙜするので࠶れࡤ㸪ᇶ本ⓗにἢᓊ国ࡀ取れ

る対ฎࡶ➨ 60 条ࡀ規ᐃするように大きࡣࡃኚࢃらないࠋ 
➨た㸪ࡲ 60 条 2 㡯上㸪ἢᓊ国ࡣ海洋構築物において㸪㏻関・㈈ᨻ・保

・安全・ฟධ国⟶理に関する事についての⟶㎄ᶒをྵࡴⓗ⟶㎄ᶒを⾜

するࡇとࡀできるとされているࡇࡇࠋで␃ពすきࡣ㸪➨ 33 条に規ᐃさ

れる᥋⥆Ỉᇦと␗なり㸪ࡇの海洋構築物についてࡣ㸪安全に関する⟶㎄ᶒࡀ

᫂♧ⓗに規ᐃされている点で࠶るࠋ☜かに㸪ࡇの安全についてࡣ㸪ཎ๎とࡋ

てࡣ㸪海上テロリズムのような㸪海洋構築物に対するእからの⬣ጾでࡣなࡃ㸪

海洋構築物の中でのᕤ事の際の安全をᐃࡋているࡶのとᛮࢃれる19ࠋ᪉

で㸪ࡇの安全という文ゝを文理ゎ㔘すれࡤ㸪テロリスࢺによるᨷᧁのような

 ࠋう20ࢁ࠶たྍ⬟でࡲࡶとࡇとゎすࡴྵࡶのに対する安全☜保の⟶㎄ᶒをࡶ
のࡑ㸪ࡣの安全というせ⣲について㸪ྠ条ࡇた㸪ࡲ 4 㡯ཬࡧ 5 㡯において

安全Ỉᇦのタᐃをㄆめているࡇࠋの安全Ỉᇦの㊥㞳についてࡣ㸪㉳ⲡ㐣⛬よ

り㆟ㄽࡀⅭされたにࡶかかࢃらࡎ㸪᭱⤊ⓗにࡣ≉ẁの᰿ᣐなࡃ 500m とタᐃ

され21㸪ࡇの㊥㞳でࡣ㸪海洋構築物の安全性をᢸ保するࡇとࡀᅔ㞴で࠶るࡇ

とࡀᣦされている22ࡲࠋた㸪➨ 5 㡯によれࡤ㸪「一⯡ⓗにཷけධれられてい

る国際ⓗᇶ‽によࡗてᢎㄆされཪࡣᶒ㝈の࠶る国際ᶵ関によࡗて່࿌される

ሙྜ」にࡣ㸪500m を㉸える安全Ỉᇦをタᐃするࡇとྍࡶ⬟で࠶るࡋࠋかࡋ
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なࡀら㸪ࡇのような国際ᇶ‽່ࡸ࿌により安全Ỉᇦࡀㄆめられたࡇとࡣ㸪⟶

ぢの㝈りᏑᅾࡋない23ࠋ 
ຍえて㸪ࡇの 500m の安全Ỉᇦにおいて㸪ἢᓊ国のᶒ㝈㸪≉に㸪ᇳ⾜⟶㎄

ᶒࡀの⛬ᗘㄆめられるのかࡀ᫂らかでࡣない24ࠋ安全Ỉᇦを海洋構築物の

ෆỈのようにとらえ㸪ᗈ⠊なᶒ㝈ࡀㄆめられるとする考え᪉から25㸪ࡲࡃ࠶

でࡶⓗ⤒῭Ỉᇦの一㒊とࡋて㸪㝈ᐃⓗなᶒ㝈ࡋかㄆめられないとする考

え᪉ࡲでࢁ࠶う26ࠋよりලయⓗにぢれࡤ㸪安全Ỉᇦにおけるἢᓊ国のᶒ㝈ࡀ

⎔ቃについての規制ᶒ㝈をྵࡴかྰかࡣ㸪Ꮫㄝ上ぢゎのศかれるとࢁࡇで࠶

るࡇࠋの点㸪ࣗࢹックスのように⎔ቃ保護のためにㄆめられるきとするぢ

ゎ࠶ࡶる一᪉で27㸪ࡑのようなᣑᙇࡣ㸪安全Ỉᇦの制ᗘの㊃᪨にྜ⮴ࡋない

とする㸪ࣉロールス࣌ࡸッシࣗのようなぢゎ࠶ࡶる28ࠋ 
ࢧ・ックアークテࡣの安全Ỉᇦにおけるἢᓊ国のᶒ㝈についてࡇた㸪ࡲ

ンラズྕ事௳において㸪௰ุ所ࡀὀ目すきุ᩿をୗࡋているྠࠋ事

ンラࢧ・ック⡠⯪のアークテࢲ㐠⯟するオランࡀ㸪グリーンピースࡣ௳

ズྕࣙࢳ࣌ࡀラ海のロシアのEEZ ෆに࠶る㸪Ἀྜ▼Ἔࣉラッ࢛ࣇࢺーム㸪

リラࣉࡀロシアࠋる࠶た事௳でࡗ⾜において抗㆟活動をࣖࢼリラズロームࣉ

ズロームࣖࢼ࿘㎶にタ⨨された安全Ỉᇦを⏝ࡋて㸪抗㆟活動を防止・取⥾

りࡋようとࡋたࡇとから㸪事௳をクされた௰ุ所ࡣ㸪海洋構築物ࡸ安

全Ỉᇦについてのุ᩿をୗࡋているࡲࠋた㸪ྠ事௳においてࡣロシアᙜᒁࡀ

アークテック・ࢧンラズྕをテロリズムと関連けたࡇと࠶ࡶり㸪௰

ุ所ࡶ㸪テロ⾜Ⅽとの関ಀでの᳨ウを⾜ࡗた29ࠋ 
ྠุ所によれࡤ㸪࠶る⯪⯧ࣇࡀーリ࢞ン⾜Ⅽを⾜ࡗたり㸪ᶒ㝈をᚓない

たሙྜ㸪海㈫⾜Ⅽのሙྜと␗なり㸪国際法上㸪ἢᓊࡋධに安全Ỉᇦࡲࡲ

国ࡇࡀれらの⾜Ⅽにᚑ事ࡋたእ国⡠⯪に対ࡋてEEZ ෆにおいて⯪ᥐ⨨を

とれるࢃけでࡣないࠋ⯪ྍࡀ⬟なのࡣ㸪国による事๓のྠព࠶ࡀるか㸪

ཪࡣ㸪㏣㊧ᶒの⾜のሙྜのࡳで࠶る30ࠋ᪉で㸪ἢᓊ国ࡣ㸪人ᕤᓥ➼の࿘

ᅖ 500m ௨ෆで࠶れࡤ㸪テロ⾜Ⅽについて⯪をྵࡴᥐ⨨をとるࡇとࡀでき

るとࡋている31ࡇࠋのุ᩿により㸪安全Ỉᇦにおいて㸪テロ⾜Ⅽに関ࡋてࡣ

一ᐃ⛬ᗘ㸦ⓗ⤒῭Ỉᇦにおいてㄆめられる௨上㸧のᇳ⾜⟶㎄ᶒࡀἢᓊ国

にㄆめられるࡇとࡀ᫂らかになࡗたとゝえよう32ࡑࠋうࡣゝࡗてࡶ㸪500m ෆ
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㸶 人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物ࡣ㸪ᓥのᆅを有ࡋないࡇࠋれらのࡶのࡣ㸪ࡑ

れ⮬యの㡿海を有ࡎࡏ㸪ࡲた㸪ࡑのᏑᅾࡣ㸪㡿海㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦཪࡣ大㝣

棚のቃ⏺⏬ᐃにᙳ㡪をཬࡰすࡶのでࡣないࠋ 
 
のように規ᐃされるUNCLOSࡇ㸪ࡎࡲ ➨ 60 条ࡣ㸪UNCLOS ➨ 80 条ࡀ

「➨ 60 条の規ᐃࡣ㸪大㝣棚における人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物について‽⏝

するࠋ」と規ᐃࡋているࡇとから㸪大㝣棚においてࡶἢᓊ国ྠࡣᵝのᶒ㝈を有

➨ࠋているとゝえる17ࡗ㸪⩏ົを㈇ࡋ 60 条についてࡣ㸪人ᕤᓥ㸪タ㸪構築

物と୕つの海洋構築物をࡆ࠶ているため㸪ࡇれら୕つࡑࡀれࡒれのように

ᐃ⩏され㸪関ಀ࡙けられるかについてࡶぢゎのศかれるとࢁࡇで࠶る18ࠋ

᪉で㸪ࡇれら୕つの海洋構築物に対するἢᓊ国のᶒ・⩏ົࡣ㸪UNCLOS
上㸪大きな㐪い࠶ࡀるࢃけでࡣないࡑࠋのため㸪テロリスࡀࢺ≺う海洋構築

物ࡀ㸪୕つの㢮ᆺのいࡎれかにヱᙜするので࠶れࡤ㸪ᇶ本ⓗにἢᓊ国ࡀ取れ

る対ฎࡶ➨ 60 条ࡀ規ᐃするように大きࡣࡃኚࢃらないࠋ 
➨た㸪ࡲ 60 条 2 㡯上㸪ἢᓊ国ࡣ海洋構築物において㸪㏻関・㈈ᨻ・保

・安全・ฟධ国⟶理に関する事についての⟶㎄ᶒをྵࡴⓗ⟶㎄ᶒを⾜

するࡇとࡀできるとされているࡇࡇࠋで␃ពすきࡣ㸪➨ 33 条に規ᐃさ

れる᥋⥆Ỉᇦと␗なり㸪ࡇの海洋構築物についてࡣ㸪安全に関する⟶㎄ᶒࡀ

᫂♧ⓗに規ᐃされている点で࠶るࠋ☜かに㸪ࡇの安全についてࡣ㸪ཎ๎とࡋ

てࡣ㸪海上テロリズムのような㸪海洋構築物に対するእからの⬣ጾでࡣなࡃ㸪

海洋構築物の中でのᕤ事の際の安全をᐃࡋているࡶのとᛮࢃれる19ࠋ᪉

で㸪ࡇの安全という文ゝを文理ゎ㔘すれࡤ㸪テロリスࢺによるᨷᧁのような

 ࠋう20ࢁ࠶たྍ⬟でࡲࡶとࡇとゎすࡴྵࡶのに対する安全☜保の⟶㎄ᶒをࡶ
のࡑ㸪ࡣの安全というせ⣲について㸪ྠ条ࡇた㸪ࡲ 4 㡯ཬࡧ 5 㡯において

安全Ỉᇦのタᐃをㄆめているࡇࠋの安全Ỉᇦの㊥㞳についてࡣ㸪㉳ⲡ㐣⛬よ

り㆟ㄽࡀⅭされたにࡶかかࢃらࡎ㸪᭱⤊ⓗにࡣ≉ẁの᰿ᣐなࡃ 500m とタᐃ

され21㸪ࡇの㊥㞳でࡣ㸪海洋構築物の安全性をᢸ保するࡇとࡀᅔ㞴で࠶るࡇ

とࡀᣦされている22ࡲࠋた㸪➨ 5 㡯によれࡤ㸪「一⯡ⓗにཷけධれられてい

る国際ⓗᇶ‽によࡗてᢎㄆされཪࡣᶒ㝈の࠶る国際ᶵ関によࡗて່࿌される

ሙྜ」にࡣ㸪500m を㉸える安全Ỉᇦをタᐃするࡇとྍࡶ⬟で࠶るࡋࠋかࡋ
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なࡀら㸪ࡇのような国際ᇶ‽່ࡸ࿌により安全Ỉᇦࡀㄆめられたࡇとࡣ㸪⟶

ぢの㝈りᏑᅾࡋない23ࠋ 
ຍえて㸪ࡇの 500m の安全Ỉᇦにおいて㸪ἢᓊ国のᶒ㝈㸪≉に㸪ᇳ⾜⟶㎄

ᶒࡀの⛬ᗘㄆめられるのかࡀ᫂らかでࡣない24ࠋ安全Ỉᇦを海洋構築物の

ෆỈのようにとらえ㸪ᗈ⠊なᶒ㝈ࡀㄆめられるとする考え᪉から25㸪ࡲࡃ࠶

でࡶⓗ⤒῭Ỉᇦの一㒊とࡋて㸪㝈ᐃⓗなᶒ㝈ࡋかㄆめられないとする考

え᪉ࡲでࢁ࠶う26ࠋよりලయⓗにぢれࡤ㸪安全Ỉᇦにおけるἢᓊ国のᶒ㝈ࡀ

⎔ቃについての規制ᶒ㝈をྵࡴかྰかࡣ㸪Ꮫㄝ上ぢゎのศかれるとࢁࡇで࠶

るࡇࠋの点㸪ࣗࢹックスのように⎔ቃ保護のためにㄆめられるきとするぢ

ゎ࠶ࡶる一᪉で27㸪ࡑのようなᣑᙇࡣ㸪安全Ỉᇦの制ᗘの㊃᪨にྜ⮴ࡋない

とする㸪ࣉロールス࣌ࡸッシࣗのようなぢゎ࠶ࡶる28ࠋ 
ࢧ・ックアークテࡣの安全Ỉᇦにおけるἢᓊ国のᶒ㝈についてࡇた㸪ࡲ

ンラズྕ事௳において㸪௰ุ所ࡀὀ目すきุ᩿をୗࡋているྠࠋ事

ンラࢧ・ック⡠⯪のアークテࢲ㐠⯟するオランࡀ㸪グリーンピースࡣ௳

ズྕࣙࢳ࣌ࡀラ海のロシアのEEZ ෆに࠶る㸪Ἀྜ▼Ἔࣉラッ࢛ࣇࢺーム㸪

リラࣉࡀロシアࠋる࠶た事௳でࡗ⾜において抗㆟活動をࣖࢼリラズロームࣉ

ズロームࣖࢼ࿘㎶にタ⨨された安全Ỉᇦを⏝ࡋて㸪抗㆟活動を防止・取⥾

りࡋようとࡋたࡇとから㸪事௳をクされた௰ุ所ࡣ㸪海洋構築物ࡸ安

全Ỉᇦについてのุ᩿をୗࡋているࡲࠋた㸪ྠ事௳においてࡣロシアᙜᒁࡀ

アークテック・ࢧンラズྕをテロリズムと関連けたࡇと࠶ࡶり㸪௰

ุ所ࡶ㸪テロ⾜Ⅽとの関ಀでの᳨ウを⾜ࡗた29ࠋ 
ྠุ所によれࡤ㸪࠶る⯪⯧ࣇࡀーリ࢞ン⾜Ⅽを⾜ࡗたり㸪ᶒ㝈をᚓない

たሙྜ㸪海㈫⾜Ⅽのሙྜと␗なり㸪国際法上㸪ἢᓊࡋධに安全Ỉᇦࡲࡲ

国ࡇࡀれらの⾜Ⅽにᚑ事ࡋたእ国⡠⯪に対ࡋてEEZ ෆにおいて⯪ᥐ⨨を

とれるࢃけでࡣないࠋ⯪ྍࡀ⬟なのࡣ㸪国による事๓のྠព࠶ࡀるか㸪

ཪࡣ㸪㏣㊧ᶒの⾜のሙྜのࡳで࠶る30ࠋ᪉で㸪ἢᓊ国ࡣ㸪人ᕤᓥ➼の࿘

ᅖ 500m ௨ෆで࠶れࡤ㸪テロ⾜Ⅽについて⯪をྵࡴᥐ⨨をとるࡇとࡀでき

るとࡋている31ࡇࠋのุ᩿により㸪安全Ỉᇦにおいて㸪テロ⾜Ⅽに関ࡋてࡣ

一ᐃ⛬ᗘ㸦ⓗ⤒῭Ỉᇦにおいてㄆめられる௨上㸧のᇳ⾜⟶㎄ᶒࡀἢᓊ国

にㄆめられるࡇとࡀ᫂らかになࡗたとゝえよう32ࡑࠋうࡣゝࡗてࡶ㸪500m ෆ
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の安全Ỉᇦで海上警察ᶒを⾜するࡇとࡣ実ົⓗにࡣ㞴ࡃࡋ㸪ࣔソッࡣࣉ㸪

実際に海上警察ᶒの⾜ྍࡀ⬟なのࡣ㸪海洋構築物の࿘㎶にࢥース࢞ࢺーࢻ

 ࠋている33ࡋているሙྜに㝈られるとᣦࡋ海㌷の⯪⯧を㓄ഛࡸ
㸪ᚋ㏙するࡣと⮳る際㸪௰ุ所のような⤖ㄽࡇた㸪ࡲ SUA 条約の

「大㝣棚に所ᅾするᅛᐃࣉラッ࢛ࣇࢺームの安全に対する法な⾜Ⅽの防止

に関する㆟ᐃ᭩㸦௨ୗ㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩㸧」にゝཬࡋているࠋつࡲり㸪

ྠ㆟ᐃ᭩࠶ࡀるからࡑࡇ㸪テロ⾜Ⅽについてࡣ㸪ࡇのようなᇳ⾜⟶㎄ᶒࡀㄆ

められたとࡶゎࡏるので࠶るࡇࠋのࡇとに㚷ࡳれࡤ㸪ࡇのようなᇳ⾜⟶㎄ᶒ

てࡋ౫↛とࡣかについて⬟ྍࡀで一⯡化ࡲࡇテロ⾜Ⅽの⠊ᅖを㉺えて㸪ࡀ

㏱᫂な㒊ศࡶṧるࠋ 
 
�� ᨵṇ68$᮲⣙ᾏୖ࣒ࢬࣜࣟࢸ 

上㏙ࡋたように㸪ア࢟ ・ࣞラ࢘ロྕ事௳をዎᶵに᥇ᢥされた SUA 条約ࡣ㸪

およࡑ海上テロリズムとࡳࡣなされないような海上ᭀຊ⾜Ⅽにࡲで㐺⏝され

るようになࡗているࡋࡑࠋて㸪ࡑのような犯⨥に対ࡋ㸪の対テロㅖ条約と

のと௵ពⓗなࡶように34㸪条約上の犯⨥に対するྖ法⟶㎄ᶒを⩏ົⓗなࡌྠ

➨ののつにศけてࡶ 6 条において規ᐃࡋているྠࠋ条 1 㡯によれࡤ㸪⩏ົ

ⓗ⟶㎄ᶒのྡᐄ人ࡣ㸪国㸦1 㡯(a)㸧㸪犯⨥のⓎ生ᆅ国㸦1 㡯(b)㸧㸪犯人国⡠

国㸦1 㡯(c)㸧の୕つで࠶るࡲࠋた㸪ྠ条 2 㡯によれࡤ㸪↓国⡠⪅のᖖᒃఫᒃ

国㸦2 㡯(a)㸧㸪⿕ᐖ⪅国⡠国㸦2 㡯(b)㸧㸪作Ⅽ・作Ⅽをᙉせされた国㸦2 㡯

(c)㸧の୕つࡣ㸪௵ពによりྖ法⟶㎄ᶒをタᐃするࡇとࡀできる35ࡲࠋた㸪ྠ

犯⨥のᐜ⪅ࡀ⮬国にいるሙྜࡣ㸪ᘬΏࡋかッ㏣を⾜うࡇとを➨ 10 条で⩏

ົけている36ࠋSUA 条約上の犯⨥ࡀᗈ⩏で࠶るࡇとから㸪いࡺࢃる海上テ

ロリズムࡣ㸪ᇶ本ⓗにྠ条約で犯⨥とᐃ⩏する⠊にྵࡲれると考えられる

 ࠋれた犯⨥に㝈ᐃされるࢃ⾜で⯧⯪ࡶでࡲࡃ࠶ࡣ㸪ྠ条約ࡀ
㈨※㛤Ⓨにᚲせな海洋構築物についてࡣ㸪SUA 条約とྠに᥇ᢥされたࣉ

ラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩ࡀ規ᐃࡋているࡇࠋのࣉラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩におい

てࡣ㸪大㝣棚に࠶るᅛᐃࣉラッ࢛ࣇࢺームの◚ቯ活動なを➨ 2 条において

犯⨥とࡋ㸪ࡲた㸪ᘬΏࡋかッ㏣かなを規ᐃする点においてࡣ㸪SUA 条約と

ྠᵝで࠶る37ࠋ᪉で㸪ྖ法⟶㎄ᶒのうち⩏ົⓗ⟶㎄ᶒについてࡣⱝᖸ␗な
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り㸪⥾約国ࡣ㸪⮬国大㝣棚に࠶るࣉラッ࢛ࣇࢺームにおいて犯⨥ࡀⓎ生ࡋた

ሙྜと⮬国Ẹࡀ犯人のሙྜについてࡣ㸪ྖ法⟶㎄ᶒをタᐃࡋなけれࡤならな

い㸦ࣉラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩➨ 3 条 1 㡯㸧38ࠋ 
たUNCLOSࡋた㸪上㏙ࡲ ➨ 60 条との関ಀで࠶るࡀ㸪ྠ㆟ᐃ᭩➨ 1 条 3

㡯において㸪㆟ᐃ᭩における「ᅛᐃࣉラッ࢛ࣇࢺーム」とࡣ㸪「㈨※の᥈ᰝཪ

のの⤒῭ⓗな目ⓗで海ᗏにᜏஂⓗに取りけられている人ᕤᓥ㸪ࡑ㛤Ⓨ㸪ࡣ

タཪࡣ構築物」とᐃ⩏されているࡇࠋのࡇとからࡶ᫂らかなように㸪ྠ㆟

ᐃ᭩ࡣ㸪UNCLOS ➨ 60 条の規ᐃを๓ᥦとࡋて㸪➨ 60 条にᇶ࡙き⟶㎄ᶒを

有する国家に対ࡋᶒをࡋ㸪⩏ົをㄢすࡶのとゝえるࡑࠋのため㸪海洋

構築物に対するテロリズムに対する国際規制とࡋてࡣ㸪ࡇࡣࡎࡲのࣉラッࢺ

 ࠋる࠶有⏝でࡀーム㆟ᐃ᭩࢛ࣇ
࢛ࣇࢺラッࣉのように㸪海洋構築物に対するテロ⾜Ⅽを規制するためのࡇ

ーム㆟ᐃ᭩で࠶ࡣるࡀ㸪௨ୗの点のၥ㢟点ࡀᣦされるࠋ➨一に㸪対㇟犯

に㸪᰾・生物・化Ꮫ㸦௨ୗ㸪NBC㸧ර≉ࠋる࠶るという点で࠶㝈ᐃⓗでࡀ⨥

ჾࡸ㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺームにᏑᅾࡋᚓる▼Ἔࡸኳ↛࢞スを⏝いての◚ቯ活動な

ラッࣉに㸪➨ࠋされていないࡣーム㆟ᐃ᭩上の犯⨥と࢛ࣇࢺラッࣉ㸪ࡣ

㸪SUAࡣーム㆟ᐃ᭩࢛ࣇࢺ 条約とྠᵝに㸪ࡲࡃ࠶でࡶ犯⨥ࡀⓎ生ࡋたᚋ㸪ッ

㏣・ฎ罰を⾜うための⟶㎄ᶒを規ᐃするのࡳで࠶り㸪ࡑれを防止するための

海上警察ᶒについての規ᐃࡀ༑ศに࠶るとࡣゝい㞴い点で࠶る39ࠋ 
➨一のၥ㢟点についてࡣ㸪2005 年に㸪SUA 条約をᨵ正する際㸪ࡇのࣉラ

ッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩をᨵ正する㆟ᐃ᭩㸦௨ୗ㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺームᨵ正㆟ᐃ᭩㸧

ᨵ正㆟ᐃ᭩ྠࠋゎỴされたとゝえるࡡの᥇ᢥによりᴫࡇに᥇ᢥされ㸪ྠࡶ

においてࡣ㸪テロ㈨㔠౪防止条約によりᐃ式化されているような㸪「ఫẸを

ጾᄐࡋཪࡣఱらかの⾜Ⅽを⾜うࡇとⱝࢃ⾜ࡣࡃࡋないࡇとをᨻᗓⱝࡣࡃࡋ国

際ᶵ関に対ࡋてᙉせする」ࡇとを目ⓗとࡋた㸪いࡺࢃるテロリズムと⨨

けられࡸすい動ᶵにᇶ࡙ࡃ㸪NBC රჾࡸ▼Ἔࡸኳ↛࢞スなを⏝いての◚

ቯ活動を新たに 2 条 bis とࡋて㏣ຍࡋたので࠶るࠋ 
᪉で㸪➨のၥ㢟点についてࡣ౫↛とࡋてᮍゎỴのࡲࡲで࠶るࠋ犯⨥を

防止するための海上警察ᶒについてࡣ㸪実のとࢁࡇ㸪2005 年に᥇ᢥされたᨵ

正㆟ᐃ᭩によりᨵ正されたSUA 条約㸦௨ୗ㸪ᨵ正 SUA 条約㸧においてࡣ㸪
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の安全Ỉᇦで海上警察ᶒを⾜するࡇとࡣ実ົⓗにࡣ㞴ࡃࡋ㸪ࣔソッࡣࣉ㸪

実際に海上警察ᶒの⾜ྍࡀ⬟なのࡣ㸪海洋構築物の࿘㎶にࢥース࢞ࢺーࢻ

 ࠋている33ࡋているሙྜに㝈られるとᣦࡋ海㌷の⯪⯧を㓄ഛࡸ
㸪ᚋ㏙するࡣと⮳る際㸪௰ุ所のような⤖ㄽࡇた㸪ࡲ SUA 条約の

「大㝣棚に所ᅾするᅛᐃࣉラッ࢛ࣇࢺームの安全に対する法な⾜Ⅽの防止

に関する㆟ᐃ᭩㸦௨ୗ㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩㸧」にゝཬࡋているࠋつࡲり㸪

ྠ㆟ᐃ᭩࠶ࡀるからࡑࡇ㸪テロ⾜Ⅽについてࡣ㸪ࡇのようなᇳ⾜⟶㎄ᶒࡀㄆ

められたとࡶゎࡏるので࠶るࡇࠋのࡇとに㚷ࡳれࡤ㸪ࡇのようなᇳ⾜⟶㎄ᶒ

てࡋ౫↛とࡣかについて⬟ྍࡀで一⯡化ࡲࡇテロ⾜Ⅽの⠊ᅖを㉺えて㸪ࡀ

㏱᫂な㒊ศࡶṧるࠋ 
 
�� ᨵṇ68$᮲⣙ᾏୖ࣒ࢬࣜࣟࢸ 

上㏙ࡋたように㸪ア࢟ ・ࣞラ࢘ロྕ事௳をዎᶵに᥇ᢥされた SUA 条約ࡣ㸪

およࡑ海上テロリズムとࡳࡣなされないような海上ᭀຊ⾜Ⅽにࡲで㐺⏝され

るようになࡗているࡋࡑࠋて㸪ࡑのような犯⨥に対ࡋ㸪の対テロㅖ条約と

のと௵ពⓗなࡶように34㸪条約上の犯⨥に対するྖ法⟶㎄ᶒを⩏ົⓗなࡌྠ

➨ののつにศけてࡶ 6 条において規ᐃࡋているྠࠋ条 1 㡯によれࡤ㸪⩏ົ

ⓗ⟶㎄ᶒのྡᐄ人ࡣ㸪国㸦1 㡯(a)㸧㸪犯⨥のⓎ生ᆅ国㸦1 㡯(b)㸧㸪犯人国⡠

国㸦1 㡯(c)㸧の୕つで࠶るࡲࠋた㸪ྠ条 2 㡯によれࡤ㸪↓国⡠⪅のᖖᒃఫᒃ

国㸦2 㡯(a)㸧㸪⿕ᐖ⪅国⡠国㸦2 㡯(b)㸧㸪作Ⅽ・作Ⅽをᙉせされた国㸦2 㡯

(c)㸧の୕つࡣ㸪௵ពによりྖ法⟶㎄ᶒをタᐃするࡇとࡀできる35ࡲࠋた㸪ྠ

犯⨥のᐜ⪅ࡀ⮬国にいるሙྜࡣ㸪ᘬΏࡋかッ㏣を⾜うࡇとを➨ 10 条で⩏

ົけている36ࠋSUA 条約上の犯⨥ࡀᗈ⩏で࠶るࡇとから㸪いࡺࢃる海上テ

ロリズムࡣ㸪ᇶ本ⓗにྠ条約で犯⨥とᐃ⩏する⠊にྵࡲれると考えられる

 ࠋれた犯⨥に㝈ᐃされるࢃ⾜で⯧⯪ࡶでࡲࡃ࠶ࡣ㸪ྠ条約ࡀ
㈨※㛤Ⓨにᚲせな海洋構築物についてࡣ㸪SUA 条約とྠに᥇ᢥされたࣉ

ラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩ࡀ規ᐃࡋているࡇࠋのࣉラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩におい

てࡣ㸪大㝣棚に࠶るᅛᐃࣉラッ࢛ࣇࢺームの◚ቯ活動なを➨ 2 条において

犯⨥とࡋ㸪ࡲた㸪ᘬΏࡋかッ㏣かなを規ᐃする点においてࡣ㸪SUA 条約と

ྠᵝで࠶る37ࠋ᪉で㸪ྖ法⟶㎄ᶒのうち⩏ົⓗ⟶㎄ᶒについてࡣⱝᖸ␗な
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り㸪⥾約国ࡣ㸪⮬国大㝣棚に࠶るࣉラッ࢛ࣇࢺームにおいて犯⨥ࡀⓎ生ࡋた

ሙྜと⮬国Ẹࡀ犯人のሙྜについてࡣ㸪ྖ法⟶㎄ᶒをタᐃࡋなけれࡤならな

い㸦ࣉラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩➨ 3 条 1 㡯㸧38ࠋ 
たUNCLOSࡋた㸪上㏙ࡲ ➨ 60 条との関ಀで࠶るࡀ㸪ྠ㆟ᐃ᭩➨ 1 条 3

㡯において㸪㆟ᐃ᭩における「ᅛᐃࣉラッ࢛ࣇࢺーム」とࡣ㸪「㈨※の᥈ᰝཪ

のの⤒῭ⓗな目ⓗで海ᗏにᜏஂⓗに取りけられている人ᕤᓥ㸪ࡑ㛤Ⓨ㸪ࡣ

タཪࡣ構築物」とᐃ⩏されているࡇࠋのࡇとからࡶ᫂らかなように㸪ྠ㆟

ᐃ᭩ࡣ㸪UNCLOS ➨ 60 条の規ᐃを๓ᥦとࡋて㸪➨ 60 条にᇶ࡙き⟶㎄ᶒを

有する国家に対ࡋᶒをࡋ㸪⩏ົをㄢすࡶのとゝえるࡑࠋのため㸪海洋

構築物に対するテロリズムに対する国際規制とࡋてࡣ㸪ࡇࡣࡎࡲのࣉラッࢺ

 ࠋる࠶有⏝でࡀーム㆟ᐃ᭩࢛ࣇ
࢛ࣇࢺラッࣉのように㸪海洋構築物に対するテロ⾜Ⅽを規制するためのࡇ

ーム㆟ᐃ᭩で࠶ࡣるࡀ㸪௨ୗの点のၥ㢟点ࡀᣦされるࠋ➨一に㸪対㇟犯

に㸪᰾・生物・化Ꮫ㸦௨ୗ㸪NBC㸧ර≉ࠋる࠶るという点で࠶㝈ᐃⓗでࡀ⨥

ჾࡸ㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺームにᏑᅾࡋᚓる▼Ἔࡸኳ↛࢞スを⏝いての◚ቯ活動な

ラッࣉに㸪➨ࠋされていないࡣーム㆟ᐃ᭩上の犯⨥と࢛ࣇࢺラッࣉ㸪ࡣ

㸪SUAࡣーム㆟ᐃ᭩࢛ࣇࢺ 条約とྠᵝに㸪ࡲࡃ࠶でࡶ犯⨥ࡀⓎ生ࡋたᚋ㸪ッ

㏣・ฎ罰を⾜うための⟶㎄ᶒを規ᐃするのࡳで࠶り㸪ࡑれを防止するための

海上警察ᶒについての規ᐃࡀ༑ศに࠶るとࡣゝい㞴い点で࠶る39ࠋ 
➨一のၥ㢟点についてࡣ㸪2005 年に㸪SUA 条約をᨵ正する際㸪ࡇのࣉラ

ッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩をᨵ正する㆟ᐃ᭩㸦௨ୗ㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺームᨵ正㆟ᐃ᭩㸧

ᨵ正㆟ᐃ᭩ྠࠋゎỴされたとゝえるࡡの᥇ᢥによりᴫࡇに᥇ᢥされ㸪ྠࡶ

においてࡣ㸪テロ㈨㔠౪防止条約によりᐃ式化されているような㸪「ఫẸを

ጾᄐࡋཪࡣఱらかの⾜Ⅽを⾜うࡇとⱝࢃ⾜ࡣࡃࡋないࡇとをᨻᗓⱝࡣࡃࡋ国

際ᶵ関に対ࡋてᙉせする」ࡇとを目ⓗとࡋた㸪いࡺࢃるテロリズムと⨨

けられࡸすい動ᶵにᇶ࡙ࡃ㸪NBC රჾࡸ▼Ἔࡸኳ↛࢞スなを⏝いての◚

ቯ活動を新たに 2 条 bis とࡋて㏣ຍࡋたので࠶るࠋ 
᪉で㸪➨のၥ㢟点についてࡣ౫↛とࡋてᮍゎỴのࡲࡲで࠶るࠋ犯⨥を

防止するための海上警察ᶒについてࡣ㸪実のとࢁࡇ㸪2005 年に᥇ᢥされたᨵ

正㆟ᐃ᭩によりᨵ正されたSUA 条約㸦௨ୗ㸪ᨵ正 SUA 条約㸧においてࡣ㸪
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UNCLOS ➨ 110 条のように㠀国による⮫᳨を一ᚊにㄆめるࢃけでࡣない

㸪ᨵ正ࡣලయⓗにࠋのの㸪ヲ⣽な規๎をタけるᙧでᙉ化されたࡶ SUA 条約

➨ 8 条の 2 ➨ 5 㡯ࡣいࡺࢃる 4 間ルールを規ᐃࡋたࠋたࡋࡔ㸪ࡇࡇࡎࡲで

␃ពࡋなけれࡤならないのࡣ㸪ࡇの 4 間ルールࡣ㸪ᨵ正 SUA 条約をᢈ

ࡑ㸪ᢈの際かࡶでࡲࡃ࠶㸪ࡃなࡣけでࢃる⥾約国に㐺⏝されるࡺら࠶たࡋ

のᚋに㐺⏝されるࡇとにྠពを♧ࡋた国にのࡳ㐺⏝される点で࠶るࠋ 
のの㸪4ࡶる࠶ࡣ㝈ᐃⓗでࡀ⏝のように㐺ࡇ 間ルールにᇶ࡙けࡤ㸪࠶る

⥾約国㸦せㄳ国㸧ࡀ㸪条約上の犯⨥に関ࡋ㸦ようとࡋ㸧ているいの࠶る

の⥾約国㸦国⡠⿕⾲♧国㸧の⯪⯧の⯪をヨࡳるሙྜ㸪せㄳ国ࡣ国⡠⿕

⾲♧国に対ࡋ㸪国⡠の☜ㄆをồめなけれࡤならない㸦8 条の 2 ➨ 5 㡯(a)㸧ࠋ
⯪ࡋ国⡠⿕⾲♧国㸦国㸧に対ࡣㄆされたሙྜ㸪せㄳ国☜ࡀて㸪国⡠ࡋࡑ

を⾜うためのᤵᶒをồめ㸦8ᤚᰝなࡸ 条の 2 ➨ 5 㡯(b)㸧㸪せㄳをཷけた

国ࡣ㸪ձせㄳ国にᤵᶒする㸪ղ⮬ら⯪ࡋてᤚᰝを⾜う㸪ճせㄳ国と共に

⯪ཬࡧᤚᰝを⾜う㸪մ⯪ཬࡧᤚᰝのᤵᶒをᣄྰするࡇと㸪のᅄつのいࡎれ

かのᙧで対ᛂするᚲせ࠶ࡀる㸦8 条の 2 ➨ 5 㡯(c)㸧ࠋさらに㸪⥾約国ࡣ㸪4
間௨ෆに⮬国ࡀ㏉事をࡋないሙྜ㸦8 条の 2 ➨ 5 㡯(d)㸧㸪࠶るいࡣ㸪⮬国

に対ࡋせㄳࢃ⾜ࡀれたࡇとのࡳをࡗࡶて㸦8 条の 2 ➨ 5 㡯(e)㸧㸪⮬国を国

とする⯪⯧のせㄳ国による⯪ཬࡧᤚᰝをㄆめる᪨事๓に IMO の事ົᒁ

㛗に㏻▱するࡇとࡀできるࡋࡑࠋて㸪国ࡀ事๓に㏻▱ࡋた条௳を‶たすሙ

ྜにࡣ㸪せㄳ国に対する国からのᤵᶒࡀ᥎ᐃされ㸪せㄳ国ࡣ⯪ཬࡧᤚᰝ

を⾜うࡇとࡀできるので࠶る40ࠋ 
のようにᨵ正ࡇ SUA 条約上の犯⨥に対ࡋてࡣ海上警察ᶒのᙉ化ࡀⅭされ

た一᪉で㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺームᨵ正㆟ᐃ᭩においてࡣ㸪上㏙ࡋた㏻り㸪ࡇのよ

うなᙉ化ࢃ⾜ࡣれていない41ࡑࠋのため㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺームᨵ正㆟ᐃ᭩上の

犯⨥ࢃ⾜ࡀれるྍ⬟性ࡗ࠶ࡀたとࡋてࡶ㸪ἢᓊ国ࡀ取るࡇとྍࡀ⬟なᥐ⨨ࡣ㸪

UNCLOS 上で規ᐃされる⠊ᅖのࡳ㸪すなࢃち㸪安全Ỉᇦというࡎࢃか 500m
ෆのỈᇦでの警察ᶒの⾜に㝈ᐃされるので࠶るࠋ 
 

� ᪥ᮏἲไࡢᑐᛂㄢ㢟 
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�� ᾏὒᵓ⠏≀ᑐࡢ࣒ࢬࣜࣟࢸࡿࡍ᪥ᮏἲไࡢᑐᛂ 

日本ࡣ㸪UNCLOS をᢈする際の 1996 年に㸪「㡿海ཬࡧ᥋⥆Ỉᇦに関す

る法ᚊ」をᨵ正ࡋ㸪ࡲた㸪「ⓗ⤒῭Ỉᇦཬࡧ大㝣棚に関する法ᚊ㸦௨ୗ㸪

ⓗ⤒῭Ỉᇦ法㸧」を制ᐃࡋ㸪UNCLOS にᇶ࡙き㸪ἢᓊ国ࡀⓗ⤒῭Ỉ

ᇦࡸ大㝣棚に対ࡋて有するᶒ㝈を⾜ࡋようとࡋているࡲࠋた㸪条約ᢈᚋ

㸪2004ࡶ 年の「≉ᐃ⯪⯧のධ の⚗止に関する≉ูᥐ⨨法」をࡌࡣめ㸪2007
年の「海洋ᇶ本法」ཬࡧ「海洋構築物➼にಀる安全Ỉᇦのタᐃ➼に関する法

ᚊ㸦௨ୗ㸪海洋構築物法㸧」㸪2008 年の「㡿海➼におけるእ国⯪⯧の⯟⾜に関

する法ᚊ」㸪2009 年の「海㈫⾜Ⅽのฎ罰ཬࡧ海㈫⾜Ⅽの対ฎに関する法ᚊ」

と㸪㝶㸪海洋に関する法制をアッࢹࣉーࡋࢺ㸪海洋ၥ㢟に✚ᴟⓗに対ᛂࡋ

ている42ࠋ≉に㸪海洋ᇶ本法ࡣ㸪海洋ᨻ⟇ᢸᙜ大⮧のୗに⥲ྜ海洋ᨻ⟇本㒊

をタ⨨ࡋ㸪┬ᗇをᶓ᩿ࡋて海洋ᨻ⟇を進めるࡇとࡀ規ᐃされるな㸪ࡑのᚋ

の海洋ᨻ⟇の実現にࡶつなࡀる重せな法ᚊで࠶るࠋ実際㸪2009 年の海㈫対ฎ

法ࡣ㸪⥲ྜᨻ⟇本㒊のᑟにより制ᐃされている43ࠋ 
海洋構築物を保護するためにࡣ㸪海洋構築物について㸪ࡲた㸪ࡑの࿘ᅖの

安全Ỉᇦに㐺⏝される法ᚊࡀ重せとなるࡇࠋの点㸪日本ࡣ 1998 年に SUA 条

約ཬࣉࡧラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩をᢈする際㸪≉ẁの❧法を⾜ࡗておらࡎ㸪

日本においてࡣ㸪୧条約上の犯⨥ࡣ㸪᪤Ꮡの法制においてࡶッ㏣・ฎ罰ྍࡀ

⬟という๓ᥦに❧ࡗているࡇࡑࠋで㸪ッ㏣・ฎ罰において᭱ࡶ重せとなる刑

法をཧ↷すると㸪௨ୗのような規ᐃࡀタけられている㸹 
 
➨一条㸦国ෆ犯㸧 

 ࠋての⪅に㐺⏝するたすࡋ㸪日本国ෆにおいて⨥を犯ࡣの法ᚊࡇ 
㸰 日本国እに࠶る日本⯪⯧ཪࡣ日本⯟✵ᶵෆにおいて⨥を犯ࡋた⪅につ

いてࡶ㸪๓㡯とྠᵝとするࠋ 
 
➨条㸦すての⪅の国እ犯㸧 
ての⪅に㐺⏝すたすࡋる⨥を犯ࡆ㸪日本国እにおいて次にᥖࡣの法ᚊࡇ

るࠋ 
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UNCLOS ➨ 110 条のように㠀国による⮫᳨を一ᚊにㄆめるࢃけでࡣない

㸪ᨵ正ࡣලయⓗにࠋのの㸪ヲ⣽な規๎をタけるᙧでᙉ化されたࡶ SUA 条約

➨ 8 条の 2 ➨ 5 㡯ࡣいࡺࢃる 4 間ルールを規ᐃࡋたࠋたࡋࡔ㸪ࡇࡇࡎࡲで

␃ពࡋなけれࡤならないのࡣ㸪ࡇの 4 間ルールࡣ㸪ᨵ正 SUA 条約をᢈ

ࡑ㸪ᢈの際かࡶでࡲࡃ࠶㸪ࡃなࡣけでࢃる⥾約国に㐺⏝されるࡺら࠶たࡋ

のᚋに㐺⏝されるࡇとにྠពを♧ࡋた国にのࡳ㐺⏝される点で࠶るࠋ 
のの㸪4ࡶる࠶ࡣ㝈ᐃⓗでࡀ⏝のように㐺ࡇ 間ルールにᇶ࡙けࡤ㸪࠶る

⥾約国㸦せㄳ国㸧ࡀ㸪条約上の犯⨥に関ࡋ㸦ようとࡋ㸧ているいの࠶る

の⥾約国㸦国⡠⿕⾲♧国㸧の⯪⯧の⯪をヨࡳるሙྜ㸪せㄳ国ࡣ国⡠⿕

⾲♧国に対ࡋ㸪国⡠の☜ㄆをồめなけれࡤならない㸦8 条の 2 ➨ 5 㡯(a)㸧ࠋ
⯪ࡋ国⡠⿕⾲♧国㸦国㸧に対ࡣㄆされたሙྜ㸪せㄳ国☜ࡀて㸪国⡠ࡋࡑ

を⾜うためのᤵᶒをồめ㸦8ᤚᰝなࡸ 条の 2 ➨ 5 㡯(b)㸧㸪せㄳをཷけた

国ࡣ㸪ձせㄳ国にᤵᶒする㸪ղ⮬ら⯪ࡋてᤚᰝを⾜う㸪ճせㄳ国と共に

⯪ཬࡧᤚᰝを⾜う㸪մ⯪ཬࡧᤚᰝのᤵᶒをᣄྰするࡇと㸪のᅄつのいࡎれ

かのᙧで対ᛂするᚲせ࠶ࡀる㸦8 条の 2 ➨ 5 㡯(c)㸧ࠋさらに㸪⥾約国ࡣ㸪4
間௨ෆに⮬国ࡀ㏉事をࡋないሙྜ㸦8 条の 2 ➨ 5 㡯(d)㸧㸪࠶るいࡣ㸪⮬国

に対ࡋせㄳࢃ⾜ࡀれたࡇとのࡳをࡗࡶて㸦8 条の 2 ➨ 5 㡯(e)㸧㸪⮬国を国

とする⯪⯧のせㄳ国による⯪ཬࡧᤚᰝをㄆめる᪨事๓に IMO の事ົᒁ

㛗に㏻▱するࡇとࡀできるࡋࡑࠋて㸪国ࡀ事๓に㏻▱ࡋた条௳を‶たすሙ

ྜにࡣ㸪せㄳ国に対する国からのᤵᶒࡀ᥎ᐃされ㸪せㄳ国ࡣ⯪ཬࡧᤚᰝ

を⾜うࡇとࡀできるので࠶る40ࠋ 
のようにᨵ正ࡇ SUA 条約上の犯⨥に対ࡋてࡣ海上警察ᶒのᙉ化ࡀⅭされ

た一᪉で㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺームᨵ正㆟ᐃ᭩においてࡣ㸪上㏙ࡋた㏻り㸪ࡇのよ

うなᙉ化ࢃ⾜ࡣれていない41ࡑࠋのため㸪ࣉラッ࢛ࣇࢺームᨵ正㆟ᐃ᭩上の

犯⨥ࢃ⾜ࡀれるྍ⬟性ࡗ࠶ࡀたとࡋてࡶ㸪ἢᓊ国ࡀ取るࡇとྍࡀ⬟なᥐ⨨ࡣ㸪

UNCLOS 上で規ᐃされる⠊ᅖのࡳ㸪すなࢃち㸪安全Ỉᇦというࡎࢃか 500m
ෆのỈᇦでの警察ᶒの⾜に㝈ᐃされるので࠶るࠋ 
 

� ᪥ᮏἲไࡢᑐᛂㄢ㢟 

海上テロリズムに対する国際条約と日本法制 59 
 

 
�� ᾏὒᵓ⠏≀ᑐࡢ࣒ࢬࣜࣟࢸࡿࡍ᪥ᮏἲไࡢᑐᛂ 

日本ࡣ㸪UNCLOS をᢈする際の 1996 年に㸪「㡿海ཬࡧ᥋⥆Ỉᇦに関す

る法ᚊ」をᨵ正ࡋ㸪ࡲた㸪「ⓗ⤒῭Ỉᇦཬࡧ大㝣棚に関する法ᚊ㸦௨ୗ㸪

ⓗ⤒῭Ỉᇦ法㸧」を制ᐃࡋ㸪UNCLOS にᇶ࡙き㸪ἢᓊ国ࡀⓗ⤒῭Ỉ

ᇦࡸ大㝣棚に対ࡋて有するᶒ㝈を⾜ࡋようとࡋているࡲࠋた㸪条約ᢈᚋ

㸪2004ࡶ 年の「≉ᐃ⯪⯧のධ の⚗止に関する≉ูᥐ⨨法」をࡌࡣめ㸪2007
年の「海洋ᇶ本法」ཬࡧ「海洋構築物➼にಀる安全Ỉᇦのタᐃ➼に関する法

ᚊ㸦௨ୗ㸪海洋構築物法㸧」㸪2008 年の「㡿海➼におけるእ国⯪⯧の⯟⾜に関

する法ᚊ」㸪2009 年の「海㈫⾜Ⅽのฎ罰ཬࡧ海㈫⾜Ⅽの対ฎに関する法ᚊ」

と㸪㝶㸪海洋に関する法制をアッࢹࣉーࡋࢺ㸪海洋ၥ㢟に✚ᴟⓗに対ᛂࡋ

ている42ࠋ≉に㸪海洋ᇶ本法ࡣ㸪海洋ᨻ⟇ᢸᙜ大⮧のୗに⥲ྜ海洋ᨻ⟇本㒊

をタ⨨ࡋ㸪┬ᗇをᶓ᩿ࡋて海洋ᨻ⟇を進めるࡇとࡀ規ᐃされるな㸪ࡑのᚋ

の海洋ᨻ⟇の実現にࡶつなࡀる重せな法ᚊで࠶るࠋ実際㸪2009 年の海㈫対ฎ

法ࡣ㸪⥲ྜᨻ⟇本㒊のᑟにより制ᐃされている43ࠋ 
海洋構築物を保護するためにࡣ㸪海洋構築物について㸪ࡲた㸪ࡑの࿘ᅖの

安全Ỉᇦに㐺⏝される法ᚊࡀ重せとなるࡇࠋの点㸪日本ࡣ 1998 年に SUA 条

約ཬࣉࡧラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩をᢈする際㸪≉ẁの❧法を⾜ࡗておらࡎ㸪

日本においてࡣ㸪୧条約上の犯⨥ࡣ㸪᪤Ꮡの法制においてࡶッ㏣・ฎ罰ྍࡀ

⬟という๓ᥦに❧ࡗているࡇࡑࠋで㸪ッ㏣・ฎ罰において᭱ࡶ重せとなる刑

法をཧ↷すると㸪௨ୗのような規ᐃࡀタけられている㸹 
 
➨一条㸦国ෆ犯㸧 

 ࠋての⪅に㐺⏝するたすࡋ㸪日本国ෆにおいて⨥を犯ࡣの法ᚊࡇ 
㸰 日本国እに࠶る日本⯪⯧ཪࡣ日本⯟✵ᶵෆにおいて⨥を犯ࡋた⪅につ

いてࡶ㸪๓㡯とྠᵝとするࠋ 
 
➨条㸦すての⪅の国እ犯㸧 
ての⪅に㐺⏝すたすࡋる⨥を犯ࡆ㸪日本国እにおいて次にᥖࡣの法ᚊࡇ

るࠋ 
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一 ๐㝖 
 ➨༑条から➨༑条ࡲで㸦ෆ㸪ணഛཬࡧ㝜ㅛ㸪ෆ➼ᖝຓ㸧

の⨥ 
୕ ➨ඵ༑一条㸦እᝈㄏ⮴㸧㸪➨ඵ༑条㸦እᝈຓ㸧㸪➨ඵ༑条㸦ᮍ㐙

⨥㸧ཬࡧ➨ඵ༑ඵ条㸦ணഛཬࡧ㝜ㅛ㸧の⨥ 
 ͐

 
➨ 1 条における㸪日本国ෆとࡣ㸪ࡲࡃ࠶でࡶᶒࡀཬࡪ㡿海ࡲでで࠶り44㸪

ⓗ⤒῭Ỉᇦࡸ大㝣棚ࡲྵࡣれないࠋ᪉で㸪日本⡠⯪での犯⨥ࡣ㸪国ෆ

犯とᢅうࡇとࡏేࡶて規ᐃࡋているࡲࠋた㸪➨ 2 条における国እ犯について

の対㇟とされており㸪海洋構築物に対すࡑࡀࡳᐃの犯⨥の≉ࡶでࡲࡃ࠶㸪ࡣ

るテロ⾜Ⅽなࡑࡣの対㇟とࡣなࡗていないࠋさらに刑法についていえࡤ㸪

SUA 条約とྠᵝに対テロㅖ条約の一つとࡳなされる㸪「人㉁をとる⾜Ⅽに関

する国際条約45」ཬࡧ「国際ⓗに保護される⪅㸦እᐁをྵࠋࡴ㸧に対する犯

⨥の防止ཬࡧฎ罰に関する条約46」を 1987 年にᢈする際に㸪刑法をᨵ正ࡋ

௨ୗの国እ犯の規ᐃをタけた㸹 
 
➨ᅄ条の㸦条約による国እ犯㸧 
➨条から๓条ࡲでに規ᐃするࡶののか㸪ࡇの法ᚊࡣ㸪日本国እにおい

て㸪➨⦅の⨥でࡗ࠶て条約により日本国እにおいて犯ࡋたときでࡗ࠶てࡶ

罰すきࡶのとされているࡶのを犯ࡋたすての⪅に㐺⏝するࠋ 
 
ࡶめるࡋとをྍ⬟ならࡇ㸪条約に犯⨥とされる事をฎ罰するࡣの規ᐃࡇ

ので࠶ࡣるࡶのの㸪ࡑの対㇟ࡀ㸪「罰すきࡶのとされているࡶの」と㸪国家

り㸪海ࡲつࠋる47࠶ࡀとに␃ពするᚲせࡇているࡋを㈇うሙྜに㝈ᐃົ⩏ࡀ

㈫対ฎ法を制ᐃする際にࡶᣦされたように48㸪ࡇの規ᐃࡲࡃ࠶ࡣでࡶ⩏ົ

のሙྜにのࡳ⏝ྍ⬟で࠶り㸪日本ࡀᶒとࡋて有するሙྜに⏝するࡇと

れをࡇࠋる49࠶できないのでࡣ SUA 条約ࣉࡸラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩の文⬦で

᳨ウすると㸪୧条約における⩏ົⓗ⟶㎄ᶒのሙྜ㸪すなࢃち㸪⮬国⯪⯧ⱝࡋ

㸪ࡣれたሙྜにࢃ⾜ࡀ⨥国Ẹにより犯⮬ࡣた㸪ཪࡋⓎ生ࡀ⨥国Ỉᇦで犯⮬ࡣࡃ
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刑法➨ 4 条の 2 にᇶ࡙いてฎ罰するࡇとྍࡀ⬟で࠶るࠋ᪉で㸪SUA 条約

➨ 6 条 2 㡯において規ᐃされる㸪ᾘᴟⓗᒓ人⩏ࡸ保護⩏にᇶ࡙いたฎ罰

 ࠋる50࠶ならないのでࡣと⬟ྍࡣ
つつ㸪㡿海ෆと㡿海እࡋのように㸪国際法上の⩏ົを㑂Ᏺできるようにࡇ

とで取りᢅいを大きࡃኚえるといࡗたように㸪日本の刑法ࡣ国㸦とりࢃけ

国㸧のᶒ㝈のᐖをⓎ生さࡏないようにᕤኵࡋているࡑࠋのような๓ᥦの

ୗ㸪上㏙ࡋたように㸪㡿海እのⓗ⤒῭Ỉᇦࡸ大㝣棚についてࡣ㸪ⓗ

⤒῭Ỉᇦ法ูࡀ㏵制ᐃされており㸪ྠ法ࡣ海洋構築物について㸪次のように

規ᐃࡋているࠋ 
 
➨୕条  次にᥖࡆる事㡯についてࡣ㸪ᡃ ௨ୗྠࠋࡴ国の法௧㸦罰๎をྵࡀ

  ࠋ㸧を㐺⏝するࠋࡌ
一  ⓗ⤒῭Ỉᇦཪࡣ大㝣棚におけるኳ↛㈨※の᥈ᰝ㸪㛤Ⓨ㸪保Ꮡཬࡧ

⟶理㸪人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物のタ⨨㸪ᘓタ㸪㐠⏝ཬࡧ⏝㸪海洋⎔ቃの保

護ཬࡧ保全୪ࡧに海洋の⛉Ꮫⓗㄪᰝ  
  ⓗ⤒῭Ỉᇦにおける⤒῭ⓗな目ⓗで⾜ࢃれる᥈ᰝཬࡧ㛤Ⓨのた

めの活動㸦๓ྕにᥖࡆるࡶのを㝖ࠋࡃ㸧 
 ୕  大㝣棚の᥀๐㸦➨一ྕにᥖࡆるࡶのを㝖ࠋࡃ㸧  

ᅄ  ๓୕ྕにᥖࡆる事㡯に関するⓗ⤒῭Ỉᇦཪࡣ大㝣棚にಀるỈᇦ

におけるᡃࡀ国のබົဨの⫋ົのᇳ⾜㸦ᙜヱ⫋ົのᇳ⾜に関ࡋてࡇれらのỈ

ᇦから⾜ࢃれる国連海洋法条約➨ⓒ༑一条にᐃめるとࢁࡇによる㏣㊧にಀる

⫋ົのᇳ⾜をྵࠋࡴ㸧ཬࡇࡧれをጉࡆる⾜Ⅽ  
㸰  ๓㡯にᐃめるࡶののか㸪ྠ 㡯➨一ྕの人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物につ

いてࡣ㸪国ෆにᅾるࡶのとࡳなࡋて㸪ᡃࡀ国の法௧を㐺⏝するࠋ 
 
のように㸪ྠ条ࡇ 2 㡯ࡣ㸪海洋構築物を国ෆにᅾるࡶのとࡳなࡋているࠋ

つࡲり㸪刑法においてࡣ㸪➨ 1 条の国ෆ犯とࡋてฎ罰されるࡇと㸪すなࢃち㸪

の点㸪UNCLOSࡇࠋㄆされる☜ࡀとࡇ㐺⏝されるࡀ全ての刑法規ᐃࡰ ➨

60 条とのᩚྜ性ࡀၥ㢟となりᚓるࡀ㸪ྠ 条 2 㡯における㸪㏻関・㈈ᨻ・保

・安全・ฟධ国⟶理に関する事に対する⟶㎄ᶒࡲࡃ࠶ࡣでࡶ♧ⓗなࡶの
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一 ๐㝖 
 ➨༑条から➨༑条ࡲで㸦ෆ㸪ணഛཬࡧ㝜ㅛ㸪ෆ➼ᖝຓ㸧

の⨥ 
୕ ➨ඵ༑一条㸦እᝈㄏ⮴㸧㸪➨ඵ༑条㸦እᝈຓ㸧㸪➨ඵ༑条㸦ᮍ㐙

⨥㸧ཬࡧ➨ඵ༑ඵ条㸦ணഛཬࡧ㝜ㅛ㸧の⨥ 
 ͐

 
➨ 1 条における㸪日本国ෆとࡣ㸪ࡲࡃ࠶でࡶᶒࡀཬࡪ㡿海ࡲでで࠶り44㸪

ⓗ⤒῭Ỉᇦࡸ大㝣棚ࡲྵࡣれないࠋ᪉で㸪日本⡠⯪での犯⨥ࡣ㸪国ෆ

犯とᢅうࡇとࡏేࡶて規ᐃࡋているࡲࠋた㸪➨ 2 条における国እ犯について

の対㇟とされており㸪海洋構築物に対すࡑࡀࡳᐃの犯⨥の≉ࡶでࡲࡃ࠶㸪ࡣ

るテロ⾜Ⅽなࡑࡣの対㇟とࡣなࡗていないࠋさらに刑法についていえࡤ㸪

SUA 条約とྠᵝに対テロㅖ条約の一つとࡳなされる㸪「人㉁をとる⾜Ⅽに関

する国際条約45」ཬࡧ「国際ⓗに保護される⪅㸦እᐁをྵࠋࡴ㸧に対する犯

⨥の防止ཬࡧฎ罰に関する条約46」を 1987 年にᢈする際に㸪刑法をᨵ正ࡋ

௨ୗの国እ犯の規ᐃをタけた㸹 
 
➨ᅄ条の㸦条約による国እ犯㸧 
➨条から๓条ࡲでに規ᐃするࡶののか㸪ࡇの法ᚊࡣ㸪日本国እにおい

て㸪➨⦅の⨥でࡗ࠶て条約により日本国እにおいて犯ࡋたときでࡗ࠶てࡶ

罰すきࡶのとされているࡶのを犯ࡋたすての⪅に㐺⏝するࠋ 
 
ࡶめるࡋとをྍ⬟ならࡇ㸪条約に犯⨥とされる事をฎ罰するࡣの規ᐃࡇ

ので࠶ࡣるࡶのの㸪ࡑの対㇟ࡀ㸪「罰すきࡶのとされているࡶの」と㸪国家

り㸪海ࡲつࠋる47࠶ࡀとに␃ពするᚲせࡇているࡋを㈇うሙྜに㝈ᐃົ⩏ࡀ

㈫対ฎ法を制ᐃする際にࡶᣦされたように48㸪ࡇの規ᐃࡲࡃ࠶ࡣでࡶ⩏ົ

のሙྜにのࡳ⏝ྍ⬟で࠶り㸪日本ࡀᶒとࡋて有するሙྜに⏝するࡇと

れをࡇࠋる49࠶できないのでࡣ SUA 条約ࣉࡸラッ࢛ࣇࢺーム㆟ᐃ᭩の文⬦で

᳨ウすると㸪୧条約における⩏ົⓗ⟶㎄ᶒのሙྜ㸪すなࢃち㸪⮬国⯪⯧ⱝࡋ
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➨ 6 条 2 㡯において規ᐃされる㸪ᾘᴟⓗᒓ人⩏ࡸ保護⩏にᇶ࡙いたฎ罰
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つつ㸪㡿海ෆと㡿海እࡋのように㸪国際法上の⩏ົを㑂Ᏺできるようにࡇ

とで取りᢅいを大きࡃኚえるといࡗたように㸪日本の刑法ࡣ国㸦とりࢃけ

国㸧のᶒ㝈のᐖをⓎ生さࡏないようにᕤኵࡋているࡑࠋのような๓ᥦの

ୗ㸪上㏙ࡋたように㸪㡿海እのⓗ⤒῭Ỉᇦࡸ大㝣棚についてࡣ㸪ⓗ

⤒῭Ỉᇦ法ูࡀ㏵制ᐃされており㸪ྠ法ࡣ海洋構築物について㸪次のように

規ᐃࡋているࠋ 
 
➨୕条  次にᥖࡆる事㡯についてࡣ㸪ᡃ ௨ୗྠࠋࡴ国の法௧㸦罰๎をྵࡀ

  ࠋ㸧を㐺⏝するࠋࡌ
一  ⓗ⤒῭Ỉᇦཪࡣ大㝣棚におけるኳ↛㈨※の᥈ᰝ㸪㛤Ⓨ㸪保Ꮡཬࡧ

⟶理㸪人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物のタ⨨㸪ᘓタ㸪㐠⏝ཬࡧ⏝㸪海洋⎔ቃの保

護ཬࡧ保全୪ࡧに海洋の⛉Ꮫⓗㄪᰝ  
  ⓗ⤒῭Ỉᇦにおける⤒῭ⓗな目ⓗで⾜ࢃれる᥈ᰝཬࡧ㛤Ⓨのた

めの活動㸦๓ྕにᥖࡆるࡶのを㝖ࠋࡃ㸧 
 ୕  大㝣棚の᥀๐㸦➨一ྕにᥖࡆるࡶのを㝖ࠋࡃ㸧  

ᅄ  ๓୕ྕにᥖࡆる事㡯に関するⓗ⤒῭Ỉᇦཪࡣ大㝣棚にಀるỈᇦ

におけるᡃࡀ国のබົဨの⫋ົのᇳ⾜㸦ᙜヱ⫋ົのᇳ⾜に関ࡋてࡇれらのỈ

ᇦから⾜ࢃれる国連海洋法条約➨ⓒ༑一条にᐃめるとࢁࡇによる㏣㊧にಀる

⫋ົのᇳ⾜をྵࠋࡴ㸧ཬࡇࡧれをጉࡆる⾜Ⅽ  
㸰  ๓㡯にᐃめるࡶののか㸪ྠ 㡯➨一ྕの人ᕤᓥ㸪タཬࡧ構築物につ

いてࡣ㸪国ෆにᅾるࡶのとࡳなࡋて㸪ᡃࡀ国の法௧を㐺⏝するࠋ 
 
のように㸪ྠ条ࡇ 2 㡯ࡣ㸪海洋構築物を国ෆにᅾるࡶのとࡳなࡋているࠋ

つࡲり㸪刑法においてࡣ㸪➨ 1 条の国ෆ犯とࡋてฎ罰されるࡇと㸪すなࢃち㸪

の点㸪UNCLOSࡇࠋㄆされる☜ࡀとࡇ㐺⏝されるࡀ全ての刑法規ᐃࡰ ➨

60 条とのᩚྜ性ࡀၥ㢟となりᚓるࡀ㸪ྠ 条 2 㡯における㸪㏻関・㈈ᨻ・保

・安全・ฟධ国⟶理に関する事に対する⟶㎄ᶒࡲࡃ࠶ࡣでࡶ♧ⓗなࡶの
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にすࡎࡂ㸪人ᕤᓥに対ࡋてἢᓊ国ࡀⓗ⟶㎄ᶒを有するࡇとに㚷ࡳれࡤ㸪

刑法を一⯡ⓗに㐺⏝するࡇとࡣ㸪≉ẁၥ㢟とࡣならないようにᛮࢃれる51ࠋ 
一᪉㸪安全Ỉᇦについてࡣ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦ法ࡔけでࡣなࡃ㸪2007 年に制

ᐃされた海洋構築物法により規ᚊされるࡋࠋかࡋなࡀら㸪ྠ法ࡣ㸪ࡲࡃ࠶で

安全Ỉᇦのタᐃᡭ⥆きに║を⨨き㸪海洋構築物の安全をいかに☜保するࡶ

かなについてࡣヲ⣽な規ᐃをタけてࡣいないྠࠋ法ࡣ㸪ࡑの➨ 7 条におい

て㸪௨ୗのᵝに規ᐃࡋている㸹 
 
➨条 次のྛྕのいࡎれかにヱᙜする⪅ࡣ㸪一年௨ୗのᠬᙺཪࡣ༑

௨ୗの罰㔠にฎするࠋ 
一 ➨条➨一㡯の規ᐃに㐪ࡋた⪅ 
 ➨条➨ᅄ㡯の規ᐃにより国ᅵ㏻大⮧ࡀࡋた条௳に㐪ࡋた

⪅ 
㸰 法人の௦⾲⪅ཪࡣ法人ⱝࡣࡃࡋ人の௦理人㸪⏝人ࡑののᚑ業⪅

㸪⾜Ⅽ⪅をࡣたときࡋ㸪๓㡯の㐪⾜Ⅽをࡋ人の業ົに関ࡣの法人ཪࡑ㸪ࡀ

罰するか㸪ࡑの法人ཪࡣ人に対ࡋてྠ㡯の罰㔠刑を⛉するࠋ 
 
➨ 5 条 1 㡯ࡣ㸪チྍなࡃ安全Ỉᇦにධるࡇとをཎ๎とࡋて⚗止ࡋ㸪ࡲた㸪

➨ 5 条 4 㡯ࡣ㸪1 㡯のチྍに㸪国ᅵ㏻大⮧ࡀᚲせな条௳をするࡇとࡀで

きる᪨規ᐃࡋているࠋつࡲり㸪➨ 7 条の罰๎ࡣ㸪ᇶ本ⓗに㸪安全Ỉᇦにධる

のような規ᐃࡇのため㸪ࡑࠋる࠶ないのでࡂのに㐣ࡶとを⚗止・ฎ罰するࡇ

をࡗࡶて㸪日本のⓗ⤒῭Ỉᇦࡸ大㝣棚に所ᅾする海洋構築物のテロを

ᅗするࡶのを㸪㐺ษなᙧでッ㏣・ฎ罰できるとࡣゝい㞴いྠࠋ 法の目ⓗࡣ㸪

り㸪࠶の࿘㎶海ᇦにおける⯪⯧の⯟⾜の安全でࡑࡧ海洋構築物ཬࡶでࡲࡃ࠶

国の安全保㞀でࡣないࡇとに㚷ࡳれ52ࡤ㸪ࡇれࡋ⮴ࡣ᪉の↓いࡇとかࡋࡶれ

ないࠋ 
れをࠗࡇࡣ国のⓗ⤒῭Ỉᇦ上の構築物についてࡀࢃ」㸪ࡣ⬥の点㸪ዟࡇ 国

ෆ࠘とࡳなࡋてἢᓊ国法௧のໟᣓⓗな㐺⏝を☜保ࡋているࡀ㸪安全Ỉᇦにつ

いてࡇࡶれをࠗ国ෆ࠘とࡳなࡋていࡤࢃ㡿海࠶るいࡣෆỈ㢮ఝのࡶのとࡋて

とから㸪法௧のࡇる࠶㡿海እの海ᇦでࡶ安全Ỉᇦࡶれとࡑているのか㸪ࡗᢅ
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㐺⏝関ಀのㄪᩚࡀᚲせで࠶るとࡋているのか᫂で࠶る53「ࠋと㸪現⾜法にお

いてࡶ㸪安全ỈᇦをෆỈとྠ視するࡇとにより㸪刑法をྵࡴ関連法௧の㐺⏝

海洋構築物法にࡸ᪉で㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦ法ࠋとをᣦするࡇる࠶で⬟ྍࡀ

おいて㸪ࡇのようなゎ㔘ࡀ᫂文化されていない௨上㸪刑法についていえࡤ㸪

ࡑࠋうࢁṧࡶ㸪⨥刑法ᐃ⩏にするྍ⬟性ࡣとࡇて㐺⏝するࡋれをᣑᙇࡑ

のため㸪安全Ỉᇦについて刑法の国ෆ犯規ᐃを㐺⏝するពᅗ࠶ࡀるので࠶れ

 ࠋうࢁ࠶ࡀの᪨᫂♧するᚲせࡑ㸪刑法かの法ᚊにおいて㸪ࡤ
 
�� ᪥ᮏἲไࡢㄢ㢟 

上㏙ࡋたように㸪安全Ỉᇦにおける㐺⏝規ᐃをࡌࡣめ㸪海洋構築物をテロ

リズムからᏲるために㸪日本法制ࡀ༑ศに対ᛂできているとࡣゝい㞴いࡲࠋ

た㸪ࡇの海洋構築物のၥ㢟に㝈らࡎ㸪日本法制ࡀ海上犯⨥一⯡に対ࡋて有す

るㄢ㢟とࡋて㸪国際法㐪とならないように㸪㐣ᗘにὀពࡋている点ࡀᣲࡆ

られようࠋ௨ୗで☜ㄆするように㸪国際法上㸪国のྠព࠶ࡀるሙྜ㸪㠀

国ࡣ海上警察ᶒྖࡸ法⟶㎄ᶒを⾜するࡇとྍࡶ⬟で࠶るࡀ㸪現⾜日本法制

にᇶ࡙けࡤ㸪௬にࡑのようなྠពࡗ࠶ࡀたとࡋてࡶ㸪実際にᶒ㝈を⾜する

 ࠋる࠶できないのでࡣとࡇ
㸪ࡀていない日本ࡋᨵ正SUA条約をᢈࡣ㸪2018年8᭶ẁ㝵でࡣとࡇのࡇ

いࡊᢈࡋ㸪4 間ルールにᇶ࡙き海上警察ᶒを⾜するࡇとをᐃࡋたሙ

ྜに現実ⓗなㄢ㢟となࢁうࠋ上㏙ࡋたように㸪4 間ルールとࡣ㸪海上警察

ᶒを⾜する上で国のྠពを᥎ᐃする制ᗘで࠶るࡲࠋた㸪4 間ルールの

ように条約で規ᐃされていなࡃとࡶ㸪国のྠព࠶ࡀれࡤ㠀国でࡗ࠶てࡶ㸪

海上警察ᶒの⾜ྍࡀ⬟なࡇとࡣ㸪国際法のほ点からࡣㄆ㆑ࡀ共有されると

のよ㸪ㄽ理ⓗにࡀの国のྠពࡇ㸪ࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗにࢁࡇ実のとࠋる࠶でࢁࡇ

うに㠀国による海上警察ᶒの⾜を正ᙜ化するのかについてࡣ㆟ㄽࡀṧるࠋ

パパスࣈࢱリࢹスࡣ㸪ࡇのようなྠពによる正ᙜ化ࡣ㸪海洋法という一次

規๎と国家㈐௵法の次規๎のつ࠶ࡀりᚓるとᣦࡋている54ࡇࠋの点㸪

一次規๎についてࡣ㸪UNCLOS ➨ 92 条にᇶ࡙けࡤ㸪国⩏のእࡀㄆめ

られるのࡣ条約で規ᐃされるሙྜのࡳとなࡗており㸪ア࣍・ࢻックなྠពࡀ

規ᐃされていないࡑࠋのため㸪国のア࣍・ࢻックなྠពにᇶ࡙ࡃ㠀国に
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にすࡎࡂ㸪人ᕤᓥに対ࡋてἢᓊ国ࡀⓗ⟶㎄ᶒを有するࡇとに㚷ࡳれࡤ㸪

刑法を一⯡ⓗに㐺⏝するࡇとࡣ㸪≉ẁၥ㢟とࡣならないようにᛮࢃれる51ࠋ 
一᪉㸪安全Ỉᇦについてࡣ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦ法ࡔけでࡣなࡃ㸪2007 年に制

ᐃされた海洋構築物法により規ᚊされるࡋࠋかࡋなࡀら㸪ྠ法ࡣ㸪ࡲࡃ࠶で

安全Ỉᇦのタᐃᡭ⥆きに║を⨨き㸪海洋構築物の安全をいかに☜保するࡶ

かなについてࡣヲ⣽な規ᐃをタけてࡣいないྠࠋ法ࡣ㸪ࡑの➨ 7 条におい

て㸪௨ୗのᵝに規ᐃࡋている㸹 
 
➨条 次のྛྕのいࡎれかにヱᙜする⪅ࡣ㸪一年௨ୗのᠬᙺཪࡣ༑

௨ୗの罰㔠にฎするࠋ 
一 ➨条➨一㡯の規ᐃに㐪ࡋた⪅ 
 ➨条➨ᅄ㡯の規ᐃにより国ᅵ㏻大⮧ࡀࡋた条௳に㐪ࡋた

⪅ 
㸰 法人の௦⾲⪅ཪࡣ法人ⱝࡣࡃࡋ人の௦理人㸪⏝人ࡑののᚑ業⪅

㸪⾜Ⅽ⪅をࡣたときࡋ㸪๓㡯の㐪⾜Ⅽをࡋ人の業ົに関ࡣの法人ཪࡑ㸪ࡀ

罰するか㸪ࡑの法人ཪࡣ人に対ࡋてྠ㡯の罰㔠刑を⛉するࠋ 
 
➨ 5 条 1 㡯ࡣ㸪チྍなࡃ安全Ỉᇦにධるࡇとをཎ๎とࡋて⚗止ࡋ㸪ࡲた㸪

➨ 5 条 4 㡯ࡣ㸪1 㡯のチྍに㸪国ᅵ㏻大⮧ࡀᚲせな条௳をするࡇとࡀで

きる᪨規ᐃࡋているࠋつࡲり㸪➨ 7 条の罰๎ࡣ㸪ᇶ本ⓗに㸪安全Ỉᇦにධる

のような規ᐃࡇのため㸪ࡑࠋる࠶ないのでࡂのに㐣ࡶとを⚗止・ฎ罰するࡇ

をࡗࡶて㸪日本のⓗ⤒῭Ỉᇦࡸ大㝣棚に所ᅾする海洋構築物のテロを

ᅗするࡶのを㸪㐺ษなᙧでッ㏣・ฎ罰できるとࡣゝい㞴いྠࠋ 法の目ⓗࡣ㸪

り㸪࠶の࿘㎶海ᇦにおける⯪⯧の⯟⾜の安全でࡑࡧ海洋構築物ཬࡶでࡲࡃ࠶

国の安全保㞀でࡣないࡇとに㚷ࡳれ52ࡤ㸪ࡇれࡋ⮴ࡣ᪉の↓いࡇとかࡋࡶれ

ないࠋ 
れをࠗࡇࡣ国のⓗ⤒῭Ỉᇦ上の構築物についてࡀࢃ」㸪ࡣ⬥の点㸪ዟࡇ 国

ෆ࠘とࡳなࡋてἢᓊ国法௧のໟᣓⓗな㐺⏝を☜保ࡋているࡀ㸪安全Ỉᇦにつ

いてࡇࡶれをࠗ国ෆ࠘とࡳなࡋていࡤࢃ㡿海࠶るいࡣෆỈ㢮ఝのࡶのとࡋて

とから㸪法௧のࡇる࠶㡿海እの海ᇦでࡶ安全Ỉᇦࡶれとࡑているのか㸪ࡗᢅ
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㐺⏝関ಀのㄪᩚࡀᚲせで࠶るとࡋているのか᫂で࠶る53「ࠋと㸪現⾜法にお

いてࡶ㸪安全ỈᇦをෆỈとྠ視するࡇとにより㸪刑法をྵࡴ関連法௧の㐺⏝

海洋構築物法にࡸ᪉で㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦ法ࠋとをᣦするࡇる࠶で⬟ྍࡀ

おいて㸪ࡇのようなゎ㔘ࡀ᫂文化されていない௨上㸪刑法についていえࡤ㸪

ࡑࠋうࢁṧࡶ㸪⨥刑法ᐃ⩏にするྍ⬟性ࡣとࡇて㐺⏝するࡋれをᣑᙇࡑ

のため㸪安全Ỉᇦについて刑法の国ෆ犯規ᐃを㐺⏝するពᅗ࠶ࡀるので࠶れ

 ࠋうࢁ࠶ࡀの᪨᫂♧するᚲせࡑ㸪刑法かの法ᚊにおいて㸪ࡤ
 
�� ᪥ᮏἲไࡢㄢ㢟 

上㏙ࡋたように㸪安全Ỉᇦにおける㐺⏝規ᐃをࡌࡣめ㸪海洋構築物をテロ

リズムからᏲるために㸪日本法制ࡀ༑ศに対ᛂできているとࡣゝい㞴いࡲࠋ

た㸪ࡇの海洋構築物のၥ㢟に㝈らࡎ㸪日本法制ࡀ海上犯⨥一⯡に対ࡋて有す

るㄢ㢟とࡋて㸪国際法㐪とならないように㸪㐣ᗘにὀពࡋている点ࡀᣲࡆ

られようࠋ௨ୗで☜ㄆするように㸪国際法上㸪国のྠព࠶ࡀるሙྜ㸪㠀

国ࡣ海上警察ᶒྖࡸ法⟶㎄ᶒを⾜するࡇとྍࡶ⬟で࠶るࡀ㸪現⾜日本法制

にᇶ࡙けࡤ㸪௬にࡑのようなྠពࡗ࠶ࡀたとࡋてࡶ㸪実際にᶒ㝈を⾜する

 ࠋる࠶できないのでࡣとࡇ
㸪ࡀていない日本ࡋᨵ正SUA条約をᢈࡣ㸪2018年8᭶ẁ㝵でࡣとࡇのࡇ

いࡊᢈࡋ㸪4 間ルールにᇶ࡙き海上警察ᶒを⾜するࡇとをᐃࡋたሙ

ྜに現実ⓗなㄢ㢟となࢁうࠋ上㏙ࡋたように㸪4 間ルールとࡣ㸪海上警察

ᶒを⾜する上で国のྠពを᥎ᐃする制ᗘで࠶るࡲࠋた㸪4 間ルールの

ように条約で規ᐃされていなࡃとࡶ㸪国のྠព࠶ࡀれࡤ㠀国でࡗ࠶てࡶ㸪

海上警察ᶒの⾜ྍࡀ⬟なࡇとࡣ㸪国際法のほ点からࡣㄆ㆑ࡀ共有されると

のよ㸪ㄽ理ⓗにࡀの国のྠពࡇ㸪ࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗにࢁࡇ実のとࠋる࠶でࢁࡇ

うに㠀国による海上警察ᶒの⾜を正ᙜ化するのかについてࡣ㆟ㄽࡀṧるࠋ

パパスࣈࢱリࢹスࡣ㸪ࡇのようなྠពによる正ᙜ化ࡣ㸪海洋法という一次

規๎と国家㈐௵法の次規๎のつ࠶ࡀりᚓるとᣦࡋている54ࡇࠋの点㸪

一次規๎についてࡣ㸪UNCLOS ➨ 92 条にᇶ࡙けࡤ㸪国⩏のእࡀㄆめ

られるのࡣ条約で規ᐃされるሙྜのࡳとなࡗており㸪ア࣍・ࢻックなྠពࡀ

規ᐃされていないࡑࠋのため㸪国のア࣍・ࢻックなྠពにᇶ࡙ࡃ㠀国に
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よる海上警察ᶒの⾜をㄝ᫂するࡇとࡣ㸪UNCLOS 上ࡣᅔ㞴で࠶るとࡶᣦ

される55ࠋ᪉で㸪ࡇのように㸪国のྠពࡣ条約にᇶ࡙いてなけれࡤな

らࡎ㸪ア࣍・ࢻックなྠពを規ᐃࡋていない➨ 92 条についてࡣ㸪実際の㐠

⏝と㞳ࡋているࡇと࠶ࡶり㸪ᢈุ࠶ࡶる56ࠋ 
㛗⯪ࡃなࡣ㸪国でࡣた㸪実ົⓗほ点から㸪対テロ活動の文⬦においてࡲ

のྠពのࡳをࡗࡶて⮫᳨ྍࡀ⬟と㸪⡿国ࡣᙇする57ࡋࠋかࡋなࡀら㸪ࡇの

ようなᙇࡣ㸪ⱥ国からྰࡣᐃされ58㸪ࡲた㸪୧国ࡀཧຍするNATO のオ࣌

ࣞーシࣙンにおいてࡶ㸪国ཬࡧ⯪㛗୧⪅のྠពࡀᚲせとされており59㸪⡿

国のᙇࡀᨭᣢされているようにࡣぢཷけられないࠋ☜かに㸪国ෆ法におい

て㸪⯪㛗のྠពで㊊るとグされているようなሙྜࡑࡣのようにゝえるかࡋࡶ

れない60ࡀ㸪⡿国のᙇࡣᏛ⏺においてࡶᨭᣢされているとࡣゝい㞴い61ࠋ 
4 間ルールを海上保安ᗇࡀ㐠⏝するࡇとを᳨ウする際に㸪㭯田ࡣ㸪⯪⯧

᳨ᰝᡭ⥆を海上保安ᗇ法➨ 17 条 1 㡯にᇶ࡙いて⾜うሙྜ㸪㐪をၥう国ෆ

法ࡀ㐺⏝されているࡇとࡀ๓ᥦとなるため㸪刑法なで⚗止されていない⾜

Ⅽの᎘についてࡣ㸪௬にᏑᅾࡋたとࡋてࡶ㸪᳨ᰝを⾜うࡇとࡣできないと

ᣦする62ࠋを㏉ࡤࡏ㸪௬に日本法において㸪ᨵ正 SUA 条約上の犯⨥のッ

㏣・ฎ罰ྍࡀ⬟で࠶れࡤ㸪現⾜法制においてࡶ㸪4 間ルールにྜ⮴するᙧ

での海上警察ᶒの⾜ࡣ一ᐃ⛬ᗘྍ⬟で࠶るࡇࠋのࡇとࡣ㸪ᨵ正 SUA 条約

の文⬦に㝈らࡎ㸪国からア࣍・ࢻックなྠពࡀえられるሙྜྠࡶᵝで࠶

るࡑࠋのため㸪日本においてより重せなのࡣ㸪ࡶࡑࡶࡑ㸪海上警察ᶒを⾜

する๓ᥦとなるᙧで㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦࡸ大㝣棚においてእ国⡠⯪ࡗ⾜ࡀた⾜

Ⅽを犯⨥とࡋているかྰかという点とゝえようࠋ 
㸪ࡃけでなࡔ㸪海上警察ᶒの⾜ࡣ⨨㠀国のᥐࡃた㸪国のྠពにᇶ࡙ࡲ

ฎ罰ẁ㝵にࡲでཬࡪሙྜ࠶ࡶるࠋえࡤ㸪UNCLOS ➨ 73 条 3 㡯ࡣ㸪「

ⓗ⤒῭Ỉᇦにおける⁺業に関する法௧に対する㐪についてἢᓊ国ࡀ⛉する

罰にࡣ㸪関ಀ国のูẁのྜពࡀない㝈りᣊ⚗をྵめてࡣならࡎ㸪ࡲた㸪ࡑの

のいかなるᙧ態の㌟య刑ྵࡶめてࡣならないࠋ」と規ᐃࡋているࡇࠋれࡣ㸪

ἢᓊ国にᗈ大なⓗ⤒῭Ỉᇦをㄆめる一᪉で㸪⁺業ᚑ事⪅のᶒを保護す

るための保㞀ᥐ⨨㸦ࢭー࢞ࣇーࢻ㸧とࡋてタけられた規ᐃで࠶るࠋつࡲり㸪

ཎ๎とࡋてⓗ⤒῭Ỉᇦにおける⁺業関連法௧に㐪ࡋたሙྜにࡣ㸪ᣊ⚗
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を⛉ࡋてࡣならないࢃけで࠶るࡀ㸪国のྠព࠶ࡀるሙྜにࡣ㸪ᣊ⚗を⛉す

 ࠋる࠶なので⬟ྍࡶとࡇ
㸪2014ࡣの点㸪日本においてࡇ 年 9 ᭶中᪪より㸪小➟ཎㅖᓥとఀ㇋ㅖᓥ

࿘㎶の日本の㡿海ཬࡧⓗ⤒῭Ỉᇦにおいて中国⁺⯪によりࢧンࡀࢦᐦ⁺

されたၥ㢟で㸪日本法制における罰๎ࡀၥ㢟視されたࠋ日本において㸪㡿海

でࡣ㸪「እ国人⁺業の規制に関する法ᚊ」ࡀ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦでࡣ㸪「ⓗ

⤒῭Ỉᇦにおける⁺業➼に関するᶒⓗᶒの⾜➼に関する法ᚊ」ࡑࡀれ

ࡣ⁺とから㸪ᐦࡇたࡗ༑ศでなかࡀの罰๎ࡑ㸪ࡀているࡋれ㸪罰๎を規ᐃࡒ

⧞り㏉されたとᣦされる63ࡑࠋのため㸪ྠ 年 11 ᭶にࡣ㸪つの法をᨵ正ࡋ㸪

㐪法᧯業について㸪㡿海ෆでࡣ 400 㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦでࡣ 1,000 で

た罰㔠の上㝈を㸪一ᚊにࡗ࠶ 3,000 にするࡇととࡋたࡲࠋた㸪❧ධ᳨ᰝ

のᚷ㑊に対する罰㔠ࡶ現⾜の 30 から 300 とᘬき上ࡆたࠋ 
㸪現⾜法制上㸪ⓗ⤒῭Ỉࡎらࢃかかࡶたにࡋのように㸪罰๎をᙉ化ࡇ

ᇦの㐪法⁺業に対ࡋてࡣ㸪ᣊ⚗刑ࡲྵࡀれていないࡇࠋのような罰๎のᕪ␗

㸪UNCLOSࡣ ➨ 73 条 3 㡯をᛕ㢌においてのࡶのとᛮࢃれるࡶࠋちࢁん㸪ྠ

㡯の㑂Ᏺをᚭᗏするというほ点から㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦでの⁺業活動に関ࡋて

㸪一つのࡣ⟇㸪ᣊ⚗刑を⛉さないとするᨻࡶうとࢁ࠶ࡀのような㐪㸪ࡣ

㑅ᢥ⫥とࡋて࠶ࡣりᚓるࠋ᪉で㸪ྠ㡯ࡣᣊ⚗刑を⤯対ⓗに⚗止するࡶので

とをㄆめていࡇのようなฎ罰を⛉すࡑ㸪ࡣるሙྜに࠶ࡀ㸪国のྠពࡃなࡣ

るࡋࠋかࡋなࡀら㸪現⾜法制においてࡣ㸪ࡑのようなฎ罰規ᐃࡀないため㸪

௬に国ྠࡀពࡋたとࡋてࡶ㸪⮬国法制による制㝈によࡗて㸪ࡑのようなฎ

罰を⛉すࡇとࡀできなࡃなるので࠶るࠋ 
㸪国のྠពにࡣのように㸪海上での取⥾りからのッ㏣・ฎ罰についてࡇ

よりᕥྑされるሙ㠃ࡀ少なࡃないࡑࠋのため㸪㠀国㸪とりࢃけἢᓊ国とࡋ

てࡣ㸪⮬国法制を㸪犯⨥のᑕ⛬というほ点㸪さらにࡣ㸪取れるᥐ⨨というほ

点のつのഃ㠃より㸪ᖜᗈࡃタᐃࡋておࡇࡃとࡀ㸪実ຠⓗに対ᛂするための

᪉⟇とゝえるࡑࠋうで࠶るにࡶかかࢃらࡎ㸪現⾜日本法制においてࡣ犯⨥の

ᑕ⛬ࡀ᭕でࡗ࠶たり㝈ᐃⓗで࠶るࡇとから㸪௬に国のྠពࡀᚓられたと

 ࠋṧるࡀできないྍ⬟性ࡀ㸪༑ศなฎ罰ࡶてࡋ
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よる海上警察ᶒの⾜をㄝ᫂するࡇとࡣ㸪UNCLOS 上ࡣᅔ㞴で࠶るとࡶᣦ

される55ࠋ᪉で㸪ࡇのように㸪国のྠពࡣ条約にᇶ࡙いてなけれࡤな

らࡎ㸪ア࣍・ࢻックなྠពを規ᐃࡋていない➨ 92 条についてࡣ㸪実際の㐠

⏝と㞳ࡋているࡇと࠶ࡶり㸪ᢈุ࠶ࡶる56ࠋ 
㛗⯪ࡃなࡣ㸪国でࡣた㸪実ົⓗほ点から㸪対テロ活動の文⬦においてࡲ

のྠពのࡳをࡗࡶて⮫᳨ྍࡀ⬟と㸪⡿国ࡣᙇする57ࡋࠋかࡋなࡀら㸪ࡇの

ようなᙇࡣ㸪ⱥ国からྰࡣᐃされ58㸪ࡲた㸪୧国ࡀཧຍするNATO のオ࣌

ࣞーシࣙンにおいてࡶ㸪国ཬࡧ⯪㛗୧⪅のྠពࡀᚲせとされており59㸪⡿

国のᙇࡀᨭᣢされているようにࡣぢཷけられないࠋ☜かに㸪国ෆ法におい

て㸪⯪㛗のྠពで㊊るとグされているようなሙྜࡑࡣのようにゝえるかࡋࡶ

れない60ࡀ㸪⡿国のᙇࡣᏛ⏺においてࡶᨭᣢされているとࡣゝい㞴い61ࠋ 
4 間ルールを海上保安ᗇࡀ㐠⏝するࡇとを᳨ウする際に㸪㭯田ࡣ㸪⯪⯧

᳨ᰝᡭ⥆を海上保安ᗇ法➨ 17 条 1 㡯にᇶ࡙いて⾜うሙྜ㸪㐪をၥう国ෆ

法ࡀ㐺⏝されているࡇとࡀ๓ᥦとなるため㸪刑法なで⚗止されていない⾜

Ⅽの᎘についてࡣ㸪௬にᏑᅾࡋたとࡋてࡶ㸪᳨ᰝを⾜うࡇとࡣできないと

ᣦする62ࠋを㏉ࡤࡏ㸪௬に日本法において㸪ᨵ正 SUA 条約上の犯⨥のッ

㏣・ฎ罰ྍࡀ⬟で࠶れࡤ㸪現⾜法制においてࡶ㸪4 間ルールにྜ⮴するᙧ

での海上警察ᶒの⾜ࡣ一ᐃ⛬ᗘྍ⬟で࠶るࡇࠋのࡇとࡣ㸪ᨵ正 SUA 条約

の文⬦に㝈らࡎ㸪国からア࣍・ࢻックなྠពࡀえられるሙྜྠࡶᵝで࠶

るࡑࠋのため㸪日本においてより重せなのࡣ㸪ࡶࡑࡶࡑ㸪海上警察ᶒを⾜

する๓ᥦとなるᙧで㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦࡸ大㝣棚においてእ国⡠⯪ࡗ⾜ࡀた⾜

Ⅽを犯⨥とࡋているかྰかという点とゝえようࠋ 
㸪ࡃけでなࡔ㸪海上警察ᶒの⾜ࡣ⨨㠀国のᥐࡃた㸪国のྠពにᇶ࡙ࡲ

ฎ罰ẁ㝵にࡲでཬࡪሙྜ࠶ࡶるࠋえࡤ㸪UNCLOS ➨ 73 条 3 㡯ࡣ㸪「

ⓗ⤒῭Ỉᇦにおける⁺業に関する法௧に対する㐪についてἢᓊ国ࡀ⛉する

罰にࡣ㸪関ಀ国のูẁのྜពࡀない㝈りᣊ⚗をྵめてࡣならࡎ㸪ࡲた㸪ࡑの

のいかなるᙧ態の㌟య刑ྵࡶめてࡣならないࠋ」と規ᐃࡋているࡇࠋれࡣ㸪

ἢᓊ国にᗈ大なⓗ⤒῭Ỉᇦをㄆめる一᪉で㸪⁺業ᚑ事⪅のᶒを保護す

るための保㞀ᥐ⨨㸦ࢭー࢞ࣇーࢻ㸧とࡋてタけられた規ᐃで࠶るࠋつࡲり㸪

ཎ๎とࡋてⓗ⤒῭Ỉᇦにおける⁺業関連法௧に㐪ࡋたሙྜにࡣ㸪ᣊ⚗
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を⛉ࡋてࡣならないࢃけで࠶るࡀ㸪国のྠព࠶ࡀるሙྜにࡣ㸪ᣊ⚗を⛉す

 ࠋる࠶なので⬟ྍࡶとࡇ
㸪2014ࡣの点㸪日本においてࡇ 年 9 ᭶中᪪より㸪小➟ཎㅖᓥとఀ㇋ㅖᓥ

࿘㎶の日本の㡿海ཬࡧⓗ⤒῭Ỉᇦにおいて中国⁺⯪によりࢧンࡀࢦᐦ⁺

されたၥ㢟で㸪日本法制における罰๎ࡀၥ㢟視されたࠋ日本において㸪㡿海

でࡣ㸪「እ国人⁺業の規制に関する法ᚊ」ࡀ㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦでࡣ㸪「ⓗ

⤒῭Ỉᇦにおける⁺業➼に関するᶒⓗᶒの⾜➼に関する法ᚊ」ࡑࡀれ

ࡣ⁺とから㸪ᐦࡇたࡗ༑ศでなかࡀの罰๎ࡑ㸪ࡀているࡋれ㸪罰๎を規ᐃࡒ

⧞り㏉されたとᣦされる63ࡑࠋのため㸪ྠ 年 11 ᭶にࡣ㸪つの法をᨵ正ࡋ㸪

㐪法᧯業について㸪㡿海ෆでࡣ 400 㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦでࡣ 1,000 で

た罰㔠の上㝈を㸪一ᚊにࡗ࠶ 3,000 にするࡇととࡋたࡲࠋた㸪❧ධ᳨ᰝ

のᚷ㑊に対する罰㔠ࡶ現⾜の 30 から 300 とᘬき上ࡆたࠋ 
㸪現⾜法制上㸪ⓗ⤒῭Ỉࡎらࢃかかࡶたにࡋのように㸪罰๎をᙉ化ࡇ

ᇦの㐪法⁺業に対ࡋてࡣ㸪ᣊ⚗刑ࡲྵࡀれていないࡇࠋのような罰๎のᕪ␗

㸪UNCLOSࡣ ➨ 73 条 3 㡯をᛕ㢌においてのࡶのとᛮࢃれるࡶࠋちࢁん㸪ྠ

㡯の㑂Ᏺをᚭᗏするというほ点から㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦでの⁺業活動に関ࡋて

㸪一つのࡣ⟇㸪ᣊ⚗刑を⛉さないとするᨻࡶうとࢁ࠶ࡀのような㐪㸪ࡣ

㑅ᢥ⫥とࡋて࠶ࡣりᚓるࠋ᪉で㸪ྠ㡯ࡣᣊ⚗刑を⤯対ⓗに⚗止するࡶので

とをㄆめていࡇのようなฎ罰を⛉すࡑ㸪ࡣるሙྜに࠶ࡀ㸪国のྠពࡃなࡣ

るࡋࠋかࡋなࡀら㸪現⾜法制においてࡣ㸪ࡑのようなฎ罰規ᐃࡀないため㸪

௬に国ྠࡀពࡋたとࡋてࡶ㸪⮬国法制による制㝈によࡗて㸪ࡑのようなฎ

罰を⛉すࡇとࡀできなࡃなるので࠶るࠋ 
㸪国のྠពにࡣのように㸪海上での取⥾りからのッ㏣・ฎ罰についてࡇ

よりᕥྑされるሙ㠃ࡀ少なࡃないࡑࠋのため㸪㠀国㸪とりࢃけἢᓊ国とࡋ

てࡣ㸪⮬国法制を㸪犯⨥のᑕ⛬というほ点㸪さらにࡣ㸪取れるᥐ⨨というほ

点のつのഃ㠃より㸪ᖜᗈࡃタᐃࡋておࡇࡃとࡀ㸪実ຠⓗに対ᛂするための

᪉⟇とゝえるࡑࠋうで࠶るにࡶかかࢃらࡎ㸪現⾜日本法制においてࡣ犯⨥の

ᑕ⛬ࡀ᭕でࡗ࠶たり㝈ᐃⓗで࠶るࡇとから㸪௬に国のྠពࡀᚓられたと

 ࠋṧるࡀできないྍ⬟性ࡀ㸪༑ศなฎ罰ࡶてࡋ
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 ࡚࠼௦ࡧ⤖ �

 

れを取ࡑ大㝣棚に所ᅾする海洋構築物とࡧのように㸪ⓗ⤒῭Ỉᇦཬࡇ

りᅖࡴ安全Ỉᇦについてࡣ㸪ἢᓊ国ࡀの⛬ᗘᶒ㝈を有するのか㸪国際法規

㸪海洋構ࡣた㸪現ᅾの日本法制でࡲࠋないࡃ少なࡶない㒊ศࡣ᫂らかでࡀ๎

築物に対するテロリズムに対ࡋてࡣ༑ศに対ᛂできないྍ⬟性࠶ࡶるࠋ☜か

に㸪国際法ࡀ㏱᫂で࠶るという現実に㚷ࡳれࡤ㸪国際༠ㄪ⩏を᠇法๓文

にᥖࡆ㸪98 条 2 㡯において国際法の㑂Ᏺを規ᐃする国家とࡋて㸪国際法㐪

を犯さࡠよう㸪ㅬᢚⓗに⮬国法制をᩚえる❧ሙࡀᮃࡋࡲいかࡋࡶれないࠋ 
㸪㐺⏝国際法㐪ࡠ㸪㐺⏝㐪᠇ならࡣのような考えからか㸪現⾜日本法制ࡇ

ࡀⓎ生ࡋᚓないように㸪ࡶࡑࡶࡑの国ෆ法制をかなりཝ᱁にᐃめているࠋ

㸪᪉ࡀる࠶きでホ౯されるࡃ国際社会において㧗ࡣのጼໃࡇん㸪ࢁちࡶ

でࡇのጼໃࡣ㸪国際社会の中でࡶ㸪国際法のⓎᒎというほ点からࡣ┈を

⿕るྍ⬟性࠶ࡀるࠋ現ᅾ㸪国際法のせなᙧ式ⓗ法※と⨨けられる条約

と័⩦国際法のちらにおいてࡶ㸪ࡑのྠᐃࡸゎ㔘において国家の実⾜ࡣ重

せで࠶り㸪ࡲた㸪国ෆ法制の規ᐃࡑのࡶのࡀ㸪ࡑのような国家実⾜と⨨

けられるࡇと࠶ࡀるからで࠶る64ࠋつࡲり㸪日本のㅬᢚⓗなጼໃࡣ㸪日本ࡣ

のとࡶのようなࡑࡀ㸪័⩦法規๎ࡣるい࠶ている㸪ࡋのように条約をゎ㔘ࡑ

ㄆ㆑ࡋている㸪とホ౯されᚓるので࠶るࡋࡶࠋ௬に㸪日本ࡀ安全Ỉᇦにおい

てよりᗈ⠊な⟶㎄ᶒの⾜をᮃࡴので࠶れࡤ㸪ࡑのように❧法を⾜うࡇとࡶ㸪

㑅ᢥ⫥の一つとࡋて࠶ࡣりᚓようࠋ 
☜かに㸪ࡑࡋࡶのように㋃ࡳ㎸んࡔ❧法を日本ࡗ⾜ࡀたሙྜ㸪㐺⏝をㄗれ

ࡳているとࡋ国際法に㐪ࡀ⾜れ㸪日本の実ࡲ国際法ᘐにᣢち㎸ࡀれࡑ㸪ࡤ

なされるࡇとࢁ࠶ࡶうࠋ᪉で㸪㐺⏝をうࡃࡲ⾜えࡤ㸪ᴟ➃なヰ㸪実際に取

⥾りを⾜うのࡣ㸪国のྠពࡀᚓられたሙྜのように㝈ᐃするようにすれࡤ㸪

国から国際法㐪とのᢈุをᙉཷࡃけるࡇとな65ࡃ㸪⮬㌟のᮃࡴ国際法の

Ⓨᒎにᐤするࡇとྍࡀ⬟となࢁう66ࡋࡑࠋて㸪国際ⓗにࡶ㧗ࡃホ౯される

海上保安ᗇࡣ㸪ࡲさにࡇの法の㐺⏝を⾜うᶵ関で࠶り㸪日本ࡇࡣの㐺⏝ሙ㠃

においてࡣඃ性をᣢࡗているとゝえる67ࡶࠋちࢁん㸪ࡇのような✚ᴟⓗな
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❧法ᨻ⟇ࡣ㸪国際法のၥ㢟ࡔけでなࡃ㸪㐺正ᡭ⥆きࡸ法のୗのᖹ➼といࡗた

国ෆ法上のၥ㢟をᘬき㉳ࡇすྍ⬟性ࢁ࠶ࡶうࡋࠋかࡋなࡀら㸪少なࡃとࡶ㸪
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